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社
会
保
障
審
議
会
で
社
会
保
険
の
適
用
拡
大
な
ど
を
検
討

Topics

発行所  社団法人日本国民年金協会
　　　  編集発行人　河野　暁
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-5-5
TEL. 03-3265-2885  FAX. 03-3265-2894
http://www.nenkin.or.jp/
E-mail :koho08@nenkin.or.jp
振替  東京00190-2-77193
年間購読料 1,890円（税込・送料共）

（昭和34年3月30日第3種郵便物認可）

2011 . 10. 5  O
ctober

Vol.629

受
給
資
格
期
間
の
短
縮
、

高
所
得
者
の
年
金
額
も
議
論

　

厚
生
労
働
省
は
社
会
保
障
審
議
会

の
下
に
「
短
時
間
労
働
者
へ
の
社
会

保
険
適
用
等
に
関
す
る
特
別
部
会
」

（
部
会
長　
遠
藤
久
夫
・
学
習
院
大
学

経
済
学
部
教
授
）
を
設
置
し
、
九
月

一
日
に
初
会
合
を
開
い
た
。
健
康
保

険
と
年
金
を
含
め
た
社
会
保
険
の
適

用
拡
大
に
つ
い
て
、
雇
用
政
策
と
連

携
し
た
総
合
的
な
検
討
を
行
い
、
具

体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
審
議
し
て

い
く
。

　

こ
の
日
は
「
厚
生
年
金
・
健
康
保

険
の
適
用
対
象
と
な
る
人
の
範
囲
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
」「
パ
ー
ト

労
働
者
の
雇
用
へ
の
影
響
に
ど
の
よ

う
に
配
慮
す
る
か
」「
パ
ー
ト
労
働

者
が
多
く
就
業
す
る
企
業
へ
の
影
響

に
ど
の
よ
う
に
配
慮
す
る
か
」
な
ど

の
論
点
が
示
さ
れ
た
。

　

九
月
一
三
日
に
は
社
会
保
障
審
議

会
年
金
部
会（
部
会
長　
神
野
直
彦
・

東
京
大
学
名
誉
教
授
）
の
第
二
回
会

合
が
開
催
さ
れ
、
社
会
保
障
・
税
一

体
改
革
成
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
年
金

制
度
の
改
革
案
の
う
ち
、
最
低
保
障

機
能
の
強
化
（
受
給
資
格
期
間
の
短

縮
・
低
所
得
者
等
へ
の
加
算
）
と
高

所
得
者
の
年
金
額
の
調
整
に
つ
い
て

議
論
し
た
。

　

い
ず
れ
も
今
後
、
月
に
二
回
程
度

の
ペ
ー
ス
で
議
論
を
重
ね
、
年
末
に

と
り
ま
と
め
を
め
ざ
す
【
議
論
の
詳

細
は
一
三
面
】。

二
三
年
一
二
月
か
ら
事
業
主
の

手
続
き
は
Ｃ
Ｄ・Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
Ｏ
Ｋ

　

日
本
年
金
機
構
へ
の
健
康
保
険
・

厚
生
年
金
の
適
用
関
係
の
手
続
き

に
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る
提
出
が

平
成
二
三
年
一
二
月
か
ら
可
能
と
な

る
。
現
在
は
紙
媒
体
と
Ｆ
Ｄ
・
Ｍ
Ｏ

だ
け
が
利
用
可
能
だ
っ
た
。
新
た
な

電
子
媒
体
で
提
出
す
る
に
あ
た
っ

て
、
特
に
事
前
の
手
続
は
必
要
な
い

が
、
一
一
月
中
に
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
開
予
定
の
「
磁
気
媒
体
届
書

作
成
仕
様
書
」
で
規
定
す
る
デ
ー
タ

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
作
成
す
る
か
、
あ

る
い
は
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
に
対

応
し
た
「
届
書
作
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
利
用
す
る
。

　

自
社
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
て

い
る
企
業
に
は
、「
磁
気
媒
体
届
出

作
成
使
用
書
」
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
修

が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
引
続
き
Ｆ

Ｄ
を
利
用
し
て
届
出
を
提
出
す
る
場

合
も
最
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
注

意
が
必
要
だ
（
詳
細
は
日
本
年
金
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

一
〇
月
よ
り
届
出
の
誤
り
は

年
金
事
務
所
で
記
録
回
復
が
可
能
に

　

日
本
年
金
機
構
は
、
賞
与
支
払
届

の
提
出
も
れ
や
転
勤
の
際
の
届
出
の

誤
り
が
判
明
し
た
場
合
、
今
年
一
〇

月
よ
り
年
金
事
務
所
段
階
で
記
録
を

回
復
で
き
る
新
基
準
を
設
け
た
こ
と

を
、
九
月
六
日
に
行
わ
れ
た
年
金
記

録
回
復
委
員
会
第
二
八
回
会
合
で
報

告
し
た
。
前
回
の
会
合
で
、
総
務
省

の
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
か

ら
提
案
を
受
け
、
検
討
し
た
結
果
、

実
施
が
決
定
し
た
。
新
基
準
の
実
施

に
あ
た
り
、
一
〇
～
一
二
月
に
事
業
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横浜みなとみらい21の夜景　横浜赤レンガ倉庫は今年創建100周年を迎えた（写真提供　横浜市）

C o n t e n t s

市民と被災者の生活を守る、人口二九万人の盛
岡市を取材した。

市区町村の声

岩手県盛岡市

職員の意識改革に取り組む、弘前年金事務所を
訪ねた。

頑張る！　年金事務所

弘前年金事務所

松本省藏理事長にご寄稿いただき、二十年のあ
ゆみを振り返る。

山崎神奈川県立保健福祉大学名誉教授、中村
東京都国民年金基金専務理事、金高歯科医師
国民年金基金常務理事、井戸社会保険労務士・
FPの国民年金基金についてのご意見を、加藤年
金シニアプラン総合研究機構理事長が訊いた。

国民年金基金二十周年によせて

「国民年金基金」老後のための貯蓄です

　

盛
岡
市
は
岩
手
県
の
内
陸
部
、青
森
・

秋
田
両
県
を
含
む
北
東
北
三
県
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
し
ま
す
。
秀
峰
・
岩
手
山

を
望
み
、市
内
を
東
北
一
の
大
河
・
北
上

川
を
は
じ
め
幾
筋
も
の
川
が
流
れ
る
街

並
み
は「
杜
と
水
の
都
」と
称
さ
れ
、歌

人
・
石
川
啄
木
は「
美
し
い
追
憶
の
都
」

と
表
現
し
、作
家
・
宮
沢
賢
治
は「
モ
リ

ー
オ
市
」と
呼
び
ま
し
た
。

　

古
く
は
不
来
方（
こ
ず
か
た
）と
呼
ば

れ
た
こ
の
地
に
南
部
氏
が
築
城
開
始
し

た
の
は
今
か
ら
約
四
百
年
前
。
そ
の
後

「
盛
岡
」の
名
が
定
着
し
て
、藩
名
も「
南

部
」か
ら「
盛
岡
」に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
に
市
制
施
行
百
二
十
周
年

を
迎
え
、今
年
七
月
に
は「
も
り
お
か
歴

史
文
化
館
」が
開
館
。名
物
わ
ん
こ
そ
ば

と
盛
岡
冷
麺
、
盛
岡
じ
ゃ
じ
ゃ
麺
の
盛

岡
三
大
麺
や
、初
夏
を
彩
る「
チ
ャ
グ
チ

ャ
グ
馬
コ
」、
世
界
一
の
太
鼓
パ
レ
ー
ド

の「
盛
岡
さ
ん
さ
踊
り
」、伝
統
の「
盛
岡

秋
ま
つ
り
山
車
」、幻
想
的
な
ス
ノ
ー
キ

ャ
ン
ド
ル
が
美
し
い「
も
り
お
か
雪
あ
か

り
」な
ど
四
季
の
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
が
皆

様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

　

盛
岡
へ「
お
で
ん
せ
」　（「
お
い
で
く
だ

さ
い
」を
意
味
す
る
盛
岡
・
岩
手
の
方

言
）。

Voice & Voice 盛岡市ウェブサイト（http://www.city.morioka.iwate.jp/）

杜
と
水
の
都「
盛
岡
」

主
へ
送
付
す
る
納
付
書
に
チ
ラ
シ
を

同
封
し
て
周
知
を
は
か
る
。

一
〇
〇
歳
以
上
高
齢
者
が

約
四
万
八
千
人
に

　

厚
労
省
老
健
局
は
九
月
一
三
日
、

本
年
度
中
に
一
〇
〇
歳
に
到
達
す
る

高
齢
者
（
二
三
年
九
月
一
日
現
在
）

が
二
四
、
九
五
二
人
（
前
年
度
比
一
、

六
八
三
人
増
）
と
発
表
し
た
（
住
民

基
本
台
帳
に
よ
る
都
道
府
県
等
か
ら

の
報
告
数
）。
内
閣
総
理
大
臣
か
ら

祝
状
と
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
る
。

　

一
〇
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、

年
々
急
速
に
増
え
て
お
り
、
老
人
福

祉
法
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
三
八
年

は
全
国
で
一
五
三
人
だ
っ
た
が
、
同

五
六
年
に
千
人
、
平
成
一
〇
年
に
一

万
人
を
超
え
、
同
二
一
年
に
は
四
万

人
を
突
破
し
た
。
二
三
年
は
対
前
年

比
三
、
三
〇
七
人
増
の
四
七
、
七
五

六
人
と
な
る
。
こ
の
う
ち
女
性
が
四

一
、
五
九
四
人
で
八
七
・
一
％
を
占

め
て
い
る
。

谷藤裕明市長・
医療助成年金課

5 6〜 特集

11 12〜 座談会

盛
岡
駅
前
の
開
運
橋
か
ら
岩
手
山
と
北
上
川

を
望
む
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埼
玉
県
で
地
域
型
年
金
委
員

会
・
設
立
準
備
委
員
会
が
開
催

さ
れ
た

　

埼
玉
県
で
は
、
か
ね
て
か
ら
地
域

型
年
金
委
員
会
の
設
置
の
準
備
が
進

め
ら
れ
て
い
た
が
、
九
月
二
八
日
、
さ

い
た
ま
市
の
埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン

タ
ー
で
設
立
準
備
委
員
会
が
開
催
さ

れ
、
埼
玉
県
地
域
型
年
金
委
員
会（
仮

称
）
の
設
立
に
向
け
て
大
き
く
踏
み

出
し
た
。

　

年
金
委
員
は
、
政
府
が
管
掌
す
る

厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
に
関

す
る
適
用
・
給
付
・
保
険
料
な
ど
に

つ
い
て
、
会
社
や
地
域
に
お
い
て
啓

発
、相
談
、助
言
な
ど
の
活
動
を
行
う

民
間
協
力
員
で
、
会
社
の
事
業
主
や

市
区
町
村
な
ど
の
推
薦
に
よ
り
厚
生

　

総
務
省
統
計
局
は
敬
老
の
日
に
ち

な
ん
で
、
統
計
か
ら
見
た
わ
が
国
の

高
齢
者
の
姿
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
、

九
月
一
六
日
に
公
表
し
た
。

　

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口（
二

三
年
九
月
一
五
日
現
在
推
計
）は
前
年

よ
り
二
四
万
人
増
の
二
、
九
八
〇
万

人
。
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
二
三
・

三
％
で
、
人
口
・
割
合
と
も
過
去
最

高
と
な
っ
た
。
男
女
別
で
は
男
性
一
、

二
七
三
万
人
に
対
し
、
女
性
は
一
、
七

〇
七
万
人
。
年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、

七
〇
歳
以
上
は
二
、一
九
七
万
人（
総

人
口
比
一
七
・
二
％
）、
七
五
歳
以
上
一
、

四
八
〇
万
人（
同
一一
・
六
％
）、
八
〇

歳
以
上
八
六
六
万
人（
同
六
・
八
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
二
二
年
の
高
齢
者
の

就
業
者
数
は
前
年
よ
り
五
万
人
増
の

五
七
〇
万
人（
男
性
三
四
九
万
人
、
女

性
二
二
一
万
人
）
で
、
就
業
率（
高
齢

者
人
口
に
占
め
る
就
業
者
の
割
合
）

は
男
性
が
二
七
・
八
％
、
女
性
が
一
三
・

一
％
で
、
男
女
と
も
緩
や
か
な
上
昇
傾

向
に
あ
る
。
ま
た
、二
二
年
の
雇
用
さ

れ
て
い
る
高
齢
者（
高
齢
雇
用
者
）は

三
一
八
万
人
。
こ
の
う
ち「
非
正
規
の

職
員
・
従
業
員
」は
一
六
二
万
人
で
、

高
齢
雇
用
者
の
五
〇
・
九
％
を
占
め

る
。「
役
員
」は
八
三
万
人
、「
正
規
の

職
員
・
従
業
員
」は
七
三
万
人
。
世
帯

主
が
高
齢
者
の
無
職
世
帯（
高
齢
無

職
世
帯
）の
二
二
年
の
一
世
帯
あ
た
り

一
カ
月
間
の
家
計
収
支
は
、
税
込
み
の

実
収
入
が
一
八
八
、
〇
〇
〇
円
に
対

し
、
実
支
出（
消
費
支
出
＋
非
消
費
支

出
）は
二
二
七
、
〇
〇
〇
円
で
、
三
九
、

〇
〇
〇
円
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。

高
齢
無
職
世
帯
の
実
収
入
の
八
九
・

四
％
は
公
的
年
金
な
ど
の
社
会
保
障

給
付
が
占
め
る
。

　
日
本
年
金
機
構
は
、厚
生
労
働
省

と
協
力
し
て
国
民
に
公
的
年
金
を
身

近
に
感
じ
て
も
ら
い
、年
金
制
度
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、

一
一
月
を「
ね
ん
き
ん
月
間
」と
し
て

位
置
づ
け
、各
種
の
普
及
・
啓
発
活
動

を
実
施
す
る
。

本
年
度
の
取
組
み

　

本
年
度
の「
ね
ん
き
ん
月
間
」の
取

組
み
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
、
年
金
事

務
所
で
計
画
し
実
施
さ
れ
る
が
、
①

年
金
広
報
の
実
施
、
②
出
張
相
談
の

実
施
、
③
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納

対
策
、
④
厚
生
年
金
の
未
適
用
事
業

所
に
対
す
る
重
点
的
加
入
指
導
や
事

業
所
調
査
な
ど
の
厚
生
年
金
適
用
対

労
働
大
臣
が
委
嘱
す
る
も
の
。
活
動

に
よ
り「
職
域
型
」と「
地
域
型
」の
二

つ
に
区
分
さ
れ「
職
域
型
」（
約
一
二
万

人
）
は
主
に
厚
生
年
金
保
険
の
適
用

事
業
所
内
、「
地
域
型
」（
約
七
千
人
）

は
自
治
会
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
活

動
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
地
域
型
の
年
金
委
員
は
、

委
嘱
数
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
や
活

動
が
委
員
個
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、一
部
を
除
い
て
は
組

織
化
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。

　

こ
の
た
び
の
埼
玉
県
の
地
域
型
年

金
委
員
会
設
置
の
動
き
は
、
国
民
の

年
金
制
度
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深

め
、
制
度
へ
の
加
入
や
保
険
料
納
付

に
結
び
つ
け
る
た
め
の
地
域
に
根
ざ

し
た
年
金
啓
発
活
動
に
つ
な
が
り
、

策
の
積
極
的
な
展
開
を
図
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

多
く
の
利
用
者
が
高
い
関
心

　

昨
年
度
は
、
市
区
町
村
な
ど
で
の

出
張
相
談
、
大
学
で
の
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
、
学
園
祭
で
の
相
談
コ
ー
ナ
ー

の
開
設
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

相
談
会
、
集
合
徴
収
な
ど
が
全
国
で

実
施
さ
れ
た
。
市
区
町
村
、
農
協
、
大

学
、
大
規
模
商
業
施
設
な
ど
の
出
張

相
談
の
窓
口
に
は
限
ら
れ
た
期
間
で

は
あ
っ
た
が
、
多
く
の
利
用
者
が
あ

り
関
心
が
高
か
っ
た
。

　

ま
た
、
年
金
広
報
で
は
、
学
生
納

付
特
例
制
度
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配

布
、
ね
ん
き
ん
作
品
ポ
ス
タ
ー
、
作
文

地
域
の
住
民
の
み
な
ら
ず
年
金
事
務

所
に
お
い
て
も
多
い
に
期
待
で
き
る

も
の
に
な
る
。

年
金
委
員
の
活
用
を

　

特
に
地
域
型
の
年
金
委
員
へ
の
具

体
的
な
委
員
活
動
に
つ
い
て
は
、
日

本
年
金
機
構
本
部
や
年
金
事
務
所
な

ど
か
ら
殆
ど
何
の
働
き
か
け
も
な
く

一
年
半
が
経
過
し
、
年
金
委
員
制
度

に
つ
い
て
多
く
の
意
見
や
要
望
が
あ

る
。
地
域
レ
ベ
ル
で
の
き
め
細
か
い

周
知
・
啓
発
活
動
は
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
委
嘱
し
た
民
間
協
力
員

で
あ
る
年
金
委
員
の
活
用
は
、
厚
生

労
働
省
や
日
本
年
金
機
構
は
積
極
的

に
年
金
委
員
の
委
嘱
の
拡
大
、
組
織

化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
欲
し
い
も
の

で
あ
る
。

の
展
示
、
電
光
掲
示
板
で
の「
ね
ん
き

ん
月
間
」の
広
報
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示

な
ど
が
実
施
さ
れ
た
。

生
徒
が
真
剣
に
考
え
る
機
会

を
つ
く
る｢

年
金
教
育｣

　

ね
ん
き
ん
作
品
ポ
ス
タ
ー
や
作
文

な
ど
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
次
代
を
担

う
生
徒
に
対
し
て
公
的
年
金
制
度
の

仕
組
み
や
基
本
理
念
を
周
知
し
、
制
度

へ
の
参
加
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
公

的
年
金
制
度
の
円
滑
な
運
営
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
た「
年
金
教
育
」の
ひ
と
つ
と
し
て
、

多
く
の
生
徒
が
応
募
し
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
日
本

年
金
機
構
に
な
っ
て
か
ら
は
実
施
さ

れ
て
い
な
い
。

積
極
的
な
年
金
制
度
の
広
報
を

　

国
民
に
と
っ
て
年
金
制
度
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は

な
い
が
、巷
に
氾
濫
す
る
聞
き
か
じ
り

の
間
違
っ
た
年
金
制
度
に
関
す
る
情

報
が
国
民
の
年
金
不
安
や
年
金
不
信

を
招
い
て
い
る
。

　

年
金
事
務
所
の
窓
口
で
は
、
丁
寧

に
や
さ
し
く
キ
メ
の
細
か
い
相
談
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
有
難
い

こ
と
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
や
日

本
年
金
機
構
は
、「
ね
ん
き
ん
月
間
」

も
結
構
だ
が
、
日
頃
か
ら
も
っ
と
積

極
的
な
年
金
制
度
の
広
報
を
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

年
金
委
員
活
動
の
支
援
は

日
本
国
民
年
金
協
会
が

　

地
域
型
年
金
委
員
の
組
織
化
な

ど
の
活
動
支
援
に
つ
い
て
は
、
日
本

国
民
年
金
協
会
が
平
成
一
九
年
度
か

ら
独
自
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
お

り
、
こ
れ
ま
で
に
神
奈
川
県
地
域
型

年
金
委
員
会（
平
成
二
〇
年
六
月
）、

千
葉
県
国
民
年
金
委
員
会（
平
成
二
一

年
一
二
月
）
が
設
立
さ
れ
、
活
動
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
活
動
支
援
事
業
と
し
て
、

「
国
民
年
金
委
員
手
帳
」、「
国
民
年
金

よ
く
あ
る
質
問
」（
二
〇
年
度
）、「
国

民
年
金
よ
く
あ
る
質
問
」の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載（
二
一
年
度
）、「
年
金

委
員
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」（
二
二
年
度
）を

作
成
、
配
布
し
て
い
る
。

「年金図書」平成23年度改訂のご案内

年金相談Ｑ＆Ａ  （平成23年度版） 現場力を高める!! 

Vol.1　老齢年金－加入と請求手続き Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）
Vol.2　老齢年金－年金額の計算 Ｂ5判　定価1,260円（本体1,200円＋税）
Vol.3　遺族年金と障害年金 Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）

年金相談に携わる人を対象に、具体的な相談例を挙げてＱ
（問題）とＡ（解答）および解説を掲載。問題の例文を読み、考
え、かつ解くことで、相談者に的確に答えられるように編集。年
金相談の現場力を自らの力とし、高めることができる問題集。

東京 ☎（03）3252-7901　関西 ☎（06）6765-7836
中部 ☎（052）951-0261　中国 ☎（082）223-2707

A5判　定価4,200円（本体4,000円＋税）
国民年金・厚生年金の受給条件・年金
額・諸手続きを図解・記載例などにより、
わかりやすく解説した年金実務書の決
定版。

（平成23年度版）

A5判　定価2,520円（本体2,400円＋税）
制度の仕組みと給付の受け方を、わか
りやすく、詳しく解説。届出・請求書の様
式は記載例つきで収録。

（平成23年度版） 年金相談ＡからＺ  （平成23年度版） 
Ｂ５判　定価2,310円（本体2,200円＋税）
東京都社会保険労務士会 企画　
東京社会保険労務士協同組合 編集
年金相談の心得、国民年金・厚生年金制
度のしくみ、老齢・障害・遺族給付をわかりや
すく解説。Ｑ＆Ａ形式で、詳細な説明により、
より深くポイントが理解できるよう編集。

国民年金法総覧  （平成22年4月版） 
B5判　定価4,410円（本体4,200円＋税）

法律の条文ごとに、関係政令・省令・通
知等を収載し、法令上の根拠、行政解
釈・事務取扱いの全容が体系的にわか
るように編集。3年ぶりの改訂版。

好評発売中

「
ね
ん
き
ん
月
間
」は
11
月
に
実
施

埼
玉
県
で
地
域
型
の
年
金
委
員
会
が
設
立
へ

高
齢
者
は
総
人
口
の

二
三・三
％
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盛
岡
市
内
に
は
北
上
川
を
は
じ
め

い
く
筋
も
の
川
が
流
れ
て
お
り
、
情

緒
あ
ふ
れ
る
景
観
の
ま
ち
だ
。
な
か

で
も
、
市
役
所
の
裏
を
流
れ
る
中
津

川
で
は
鮎
釣
り
が
で
き
、
鮭
も
遡
上

し
て
く
る
。
鮭
は
石
巻
の
河
口
か
ら

二
五
〇
キ
ロ
も
の
距
離
を
上
っ
て
き

て
、
こ
こ
中
津
川
で
産
卵
し
終
焉
を

迎
え
る
の
だ
と
い
う
。
県
庁
所
在
地

で
鮭
が
姿
を
現
す
の
は
盛
岡
市
だ

け
。
そ
れ
は
川
が
き
れ
い
・
水
が
き

れ
い
な
地
だ
と
い
う
証
し
で
も
あ

る
。

　
「
盛
岡
市
は
北
上
川
の
源
流
に
近

の
安
倍
一
族
の
出
身
。
そ
う
し
た
点

を
ア
ピ
ー
ル
し
て
、“
平
泉
か
ら
盛

岡
ま
で
藤
原
氏
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る

旅
”
な
ど
を
提
案
で
き
れ
ば
と
も
考

え
て
い
ま
す
」（
市
長
）。

　

盛
岡
ま
で
客
足
が
伸
び
れ
ば
、
県

内
沿
岸
地
域
の
被
災
地
が
復
興
し
た

と
き
に
は
、
そ
こ
ま
で
客
足
が
伸
び

て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
盛
岡
市
の
果
た
す
べ
き
役
割

は
大
き
い
と
市
長
は
言
う
。

　

今
回
の
震
災
で
、
盛
岡
市
は
震
度

五
強
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
も

と
も
と
硬
い
花
崗
岩
の
岩
盤
の
上
に

位
置
す
る
ま
ち
な
の
で
、
大
規
模
な

停
電
を
除
い
て
は
大
き
な
被
害
は
な

か
っ
た
。
一
方
、
津
波
の
被
害
が
大

き
か
っ
た
県
内
沿
岸
部
な
ど
の
自
治

体
か
ら
は
、
約
二
、
〇
〇
〇
人
も
の

人
が
盛
岡
市
内
に
避
難
し
て
き
て
い

る
。
ま
た
、
市
職
員
を
被
災
地
の
自

治
体
に
応
援
で
派
遣
し
て
も
い
る
。

　

被
災
者
支
援
の
一
環
と
し
て
市
で

は
、
工
業
団
地
の
ス
ペ
ー
ス
を
被
災

企
業
に
、
ま
た
、
街
な
か
の
空
き
ス

ペ
ー
ス
を
飲
食
店
経
営
等
の
被
災

者
に
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
る
。
被

災
者
が
経
営
す
る
飲
食
店
に
は
、
地

元
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、
市
職
員
も
飲

み
に
出
か
け
て
盛
り
上
げ
て
い
る
。

「
そ
う
い
う
の
が
実
質
的
な
支
援
か

と
思
い
ま
す
ね
」（
市
長
）。

　

盛
岡
市
に
は
、
国
の
出
先
機
関
や

大
手
企
業
の
支
店
も
多
く
、
市
の
産

業
の
八
割
は
サ
ー
ビ
ス
業
。
盛
岡
市

ま
で
来
れ
ば
何
か
仕
事
が
あ
る
の
で

は
と
避
難
し
て
き
た
人
も
多
い
が
、

雇
用
情
勢
は
も
と
も
と
厳
し
く
、
市

民
や
新
卒
者
だ
け
で
な
く
被
災
者
の

雇
用
も
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
が
大

き
な
課
題
だ
。
仕
事
が
見
つ
か
ら
な

け
れ
ば
生
活
保
護
を
受
給
す
る
人
が

増
え
、
市
財
政
を
圧
迫
す
る
。
二
十

一
年
度
の
、
生
活
保
護
費
は
、
前
年

度
に
対
し
一
〇
億
円
増
え
て
お
り
、

そ
の
総
額
は
約
七
〇
億
円
。
被
災
者

か
ら
の
保
護
申
請
も
増
え
て
お
り
、

さ
ら
に
、
震
災
か
ら
半
年
が
経
っ
た

こ
れ
か
ら
は
、
失
業
保
険
の
給
付
が

切
れ
て
生
活
保
護
を
申
請
し
て
く
る

ケ
ー
ス
も
増
え
る
だ
ろ
う
。

　

生
活
保
護
者
を
こ
れ
以
上
増
や
さ

な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
無
年
金
者

を
出
さ
な
い
こ
と
も
必
要
だ
。「
保

険
料
を
支
払
っ
て
、
将
来
本
当
に
年

金
を
も
ら
え
る
の
か
と
い
う
若
い
世

代
の
不
安
を
払
拭
す
る
よ
う
な
体
制

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

（
市
長
）。

　

市
民
と
被
災
者
と
の
両
方
の
生
活

を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

若い世代から信頼される年金制度となることが必要

岩手県盛岡市　谷藤 裕明 市長

国年担当者から

年金業務は奥が深い

岩手県盛岡市　市民部医療助成年金課

写真左上から
藤枝　孝課長補佐、佐藤　繁年金係長、
佐々木　克主任、佐々木　英司課長

左下から
関口　智子主事補、大森　千愛希主事、
畠山　由美恵主任、佐々木　真紀主任

鮭
も
遡
上
す
る
「
杜
と
水
の
都
」

観
光
・
雇
用
に
力
を
入
れ
る

く
、
水
源
地
周
辺
の
山
林
は
す
べ
て

市
で
買
い
取
っ
て
、
汚
さ
れ
な
い
よ

う
に
管
理
し
て
い
る
ん
で
す
。
私
は

盛
岡
市
の
水
が
全
国
で
一
番
お
い
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）」
と
谷
藤

市
長
。
水
が
き
れ
い
だ
か
ら
こ
そ
、

地
元
名
物
・
わ
ん
こ
そ
ば
も
お
い
し

い
と
い
う
わ
け
だ
。

　

そ
ん
な
盛
岡
市
が
現
在
力
を
入
れ

て
い
る
一
つ
が
観
光
。
盛
岡
は
東
北

各
地
へ
の
交
通
の
結
節
点
で
も
あ

り
、
新
幹
線
で
秋
田
や
青
森
に
行
く

際
も
必
ず
盛
岡
を
通
る
。
そ
う
し
た

地
の
利
を
生
か
し
て
、
観
光
客
を
呼

び
込
も
う
と

い
う
考
え
だ
。

お
り
し
も
岩

手
県
内
で
は

先
日
、
平
泉

が
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ

た
。
そ
の
観

光
客
の
足
を

盛
岡
市
に
も

い
か
に
伸
ば

し
て
い
く
か

も
知
恵
の
出

し
ど
こ
ろ
。

「
平
泉
を
造
っ

た
藤
原
清
衡

の
母
は
盛
岡

　

盛
岡
市
医
療
助
成
年
金
課
は
、
職

員
六
人
と
、窓
口
担
当
の
年
金
相
談

員
二
名
の
計
八
名
で
対
応
し
て
い
る
。

多
い
相
談
の
一
つ
は
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
二
〇
代
か
ら
の
「
本
当
に

将
来
年
金
は
も
ら
え
る
の
か
？
」
と

い
う
も
の
。「
国
庫
負
担
も
あ
る
し
、

政
府
が
年
金
制
度
は
崩
壊
さ
せ
な
い

と
言
っ
て
い
る
の
で
大
丈
夫
で
す
よ

と
説
明
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
疑
念

は
払
拭
で
き
な
い
方
も
い
る
よ
う
で

す
」（
年
金
係
長
の
佐
藤
繁
さ
ん
）。

　

一
方
、
高
齢
者
か
ら
は
「
年
金
に

関
す
る
手
紙
が
来
た
け
ど
、
意
味
が

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ

が
多
い
。
手
紙
は
年
金
事
務
所
か
ら

の
も
の
で
も
、
市
民
は
市
役
所
か
ら

だ
と
思
っ
て
同
課
に
問
い
合
わ
せ
て

く
る
。
出
来
る
限
り
同
課
が
年
金
事

務
所
に
電
話
で
聞
い
て
相
談
者
に
説

明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
年
金
事
務

所
と
の
や
り
と
り
は
一
日
何
回
に
も

及
ぶ
が
、「
相
談
者
に
で
き
る
だ
け
負

担
を
か
け
た
く
な
い
の
で
」（
同
課
）。

ま
た
手
紙
は
、
年
金
事
務
を
受
託
す

る
民
間
企
業
の
名
前
で
送
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
の
で
、「
怪
し
い
会
社
で
は
」

と
問
い
合
わ
せ
て
く
る
人
も
い
る
。

　

窓
口
業
務
で
は
、
行
政
用
語
を
使

わ
ず
普
通
の
言
葉
で
説
明
す
る
よ
う

に
心
が
け
て
も
い
る
。

　

岩
手
県
盛
岡
市
は
人
口
約
二
九
万
人
の
中
核
市
。市
内
に
は
い
く

筋
も
の
川
が
流
れ
、
岩
手
山
を
望
む「
杜
と
水
の
都
」と
し
て
知
ら

れ
る
。
三
期
目
を
迎
え
た
谷
藤
裕
明
市
長
が
目
指
す
の
は
、
観
光
・

雇
用
・
経
済
の
活
性
化
。
ま
た
、
今
回
の
震
災
で
市
内
に
避
難
し
て

き
て
い
る
人
た
ち
な
ど
へ
の
支
援
も
併
せ
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
で
も
、
た
ま
に
は
窓
口
で

怒
鳴
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

丁
寧
に
ご
説
明
す
れ
ば
最
後
に
は
分

か
っ
て
く
れ
る
方
が
多
い
で
す
ね
」

（
佐
藤
さ
ん
）。

　

年
金
業
務
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
窓
口

業
務
の
中
で
特
に
奥
が
深
い
と
も
同

課
は
感
じ
て
い
る
。「
そ
の
人
が
ど

う
い
う
人
生
を
歩
ん
で
き
た
か
と
い

う
部
分
に
ま
で
か
か
わ
れ
る
仕
事
だ

か
ら
」（
佐
藤
さ
ん
）。「
住
民
票
発
行

の
よ
う
に
“
渡
し
て
終
わ
り
”
で
は

な
く
、
窓
口
対
応
に
一
番
時
間
が
か

か
る
仕
事
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
や

り
が
い
を
感
じ
ま
す
ね
」（
同
課
課

長
の
佐
々
木
英
司
さ
ん
）。

　

震
災
で
他
の
自
治
体
か
ら
転
入
し

た
相
談
者
か
ら
は
、「
津
波
に
車
が
追

い
か
け
ら
れ
た
」「
身
内
が
ま
だ
行

方
不
明
」
と
も
聞
か
さ
れ
、
そ
の
壮

絶
な
経
験
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
。

　

最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
障
害
年

金
に
関
す
る
相
談
が
増
え
て
い
る
。

背
景
に
あ
る
の
は
、
心
の
病
気
を
持

つ
人
の
増
加
。
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
で

は
、
聞
き
取
り
を
し
よ
う
に
も
話
が

何
度
も
同
じ
と
こ
ろ
を
繰
り
返
し
て

一
～
二
時
間
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。

「
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
現
代
社
会
の
様

相
も
、
年
金
業
務
を
通
じ
て
垣
間
見

え
て
く
る
思
い
で
す
」（
同
課
）。

【人口】　　　　   （平成23年4月1日現在）

　 　  総  人  口 293，071人
 0～14歳 39，343人（13.4％） 
 15～64歳 190，247人（64.9％） 
 65歳以上 63，481人（21.7％） 

【年金被保険者数】 （平成23年1月末日現在）

	 被保険者数 65,479人
 第１号被保険者 40,861人
 第3号被保険者 24,618人

【年金受給者数】			（平成22年3月末日現在）

 国民年金 60,723人
 厚生年金 63,272人

【年金受給額】			（平成22年3月末日現在）

 国民年金 39,365百万円
 厚生年金 45,319百万円

（資料　盛岡市、盛岡年金事務所）

盛岡市　Data Box



昭和34年3月30日第3種郵便物認可

Vol.6292011. 10. 5

仕
事
に
対
し
て
責
任
と
誇
り
を
持
っ
て

お
客
様
の
視
線
で
現
場
を
見
て
み
よ
う

　

木
村
匡
副
所
長
は
秋
田
県
大
館
市

出
身
。
地
図
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
だ

が
、
大
館
市
は
青
森
と
秋
田
の
県
境

に
位
置
し
、
県
外
に
就
職
す
る
と
い

う
意
識
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

青
森
県
内
に
は
年
金
事
務
所
が
、

む
つ
、
青
森
、
弘
前
、
八
戸
の
四
事

務
所
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
津
軽
弁

が
「
共
通
語
」。
八
戸
だ
け
は
南
部

弁
で
「
私
も
八
戸
に
赴
任
し
た
と
き

は
苦
労
し
ま
し
た
」
と
木
村
さ
ん
。

「
こ
と
ば
」
で
の
苦
労
は
、
津
軽
と

南
部
を
異
動
す
る
人
に
と
っ
て
多
か

れ
少
な
か
れ
共
通
す
る
よ
う
だ
。

　

市
場
化
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
「
業

者
に
や
っ
て
も
ら
う
に
し
て
も
、
電

話
や
訪
問
を
受
け
た
人
に
安
心
し
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
訪
問
員

は
増
や
す
方
向
で
す
」
と
語
る
。
年

金
委
員
や
年
金
広
報
は
「
地
域
型
の

年
金
委
員
は
新
し
い
形
で
の
活
動
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
広
報
に
つ
い
て
も
も
っ
と

幅
広
い
広
報
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
年
金
委
員
の
協
力
を
得
て
年

金
教
育
に
も
取
組
み
た
い
」
と
抱
負

を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

竹
内
孝
厚
生
年
金
適
用
調
査
課
長

は
昭
和
五
九
年
社
会
保
険
庁
採
用
で

業
務
セ
ン
タ
ー
に
四
年
半
ほ
ど
い
て

青
森
県
に
帰
っ
て
き
た
。
地
元
の
弘

前
出
身
で
は
あ
る
が
、し
ば
ら
く「
東

京
帰
り
の
人
」
扱
い
で
地
元
採
用
の

職
員
に
な
じ
む
に
は
あ
る
程
度
の
時

間
が
必
要
だ
っ
た
。

　

現
在
、
課
員
は
一
〇
人
。
正
職
員

四
人
、
准
職
員
三
人
、
特
定
職
員
二

人
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
一
人
と
い
う
布

陣
だ
。
竹
内
さ
ん
が
赴
任
し
た
当
初

は
経
験
者
が
一
人
し
か
お
ら
ず
、
竹

内
さ
ん
が
課
員
に
指
示
し
な
が
ら
電

話
に
も
出
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と

い
う
。
そ
う
い
う
困
難
な
経
験
を
経

の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、「
言
葉

の
問
題
」が
カ
ギ
の
ひ
と
つ
と
い
う
。

年
金
委
員
連
携
の
研
修
会
も

　

市
場
化
テ
ス
ト
の
業
者
と
は
、
ね

ん
き
ん
月
間
に
は
連
携
し
て
納
付
案

内
を
行
う
予
定
だ
。
年
金
事
務
所
で

は
こ
れ
と
は
別
に
出
張
年
金
相
談
を

予
定
し
て
お
り
、
大
学
、
専
門
学
校

と
は
協
力
を
深
め
つ
つ
「
学
生
の
納

付
特
例
」
の
周
知
に
努
め
た
い
と
し

て
い
る
。
ま
た
年
金
委
員
と
連
携
し

た
研
修
会
も
二
ヵ
所
で
予
定
し
て
い

る
が
、
年
金
委
員
に
関
し
て
は
「
年

金
委
員
発
足
時
の
原
点
に
返
っ
て
事

務
所
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
、
何
を

や
っ
て
い
た
だ
け
る
か
、
考
え
て
行

き
た
い
で
す
ね
」（
丹
羽
所
長
）
と

い
う
意
向
も
持
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
丹
羽
所
長
は
職
員
に
対
し

て
は
「
社
会
人
と
し
て
基
礎
的
な
も

の
を
身
に
つ
け
た
う
え
で
自
分
の
仕

事
の
プ
ロ
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
」

と
語
る
。「
自
分
自
身
の
目
標
を
立

て
て
欲
し
い
と
職
員
に
は
言
っ
て
い

ま
す
。
今
は
こ
こ
ま
で
し
か
で
き
な

い
け
ど
、こ
こ
ま
で
は
や
り
た
い
と
。

そ
う
す
る
と
け
っ
こ
う
高
い
目
標
な

ん
で
す
よ
。
で
き
る
だ
け
協
力
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
。

　

最
後
に
「
職
員
全
員
が
仕
事
に
対

し
て
責
任
と
誇
り
を
持
ち
、
日
常
業

務
に
臨
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ
う
し

た
環
境
を
作
っ
て
い
く
の
が
私
の
役

割
で
す
」
と
語
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
終
え
た
。

「
こ
と
ば
」は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

　

こ
う
し
た
所
長
の
思
い
を
背
景
に

副
所
長
以
下
の
幹
部
職
員
は
ど
の
よ

う
に
仕
事
に
取
組
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
短
い
時
間
で
は
あ
っ
た
が
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。

　

弘
前
年
金
事
務
所
の
入
り
口
を
入

る
と
職
員
が
駆
け
寄
ら
ん
ば
か
り
に

近
付
い
て
き
て
、
に
こ
や
か
に
来
訪

の
意
図
を
聞
い
て
く
る
。
来
意
を
告

げ
る
と
「
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま

し
た
」
と
所
長
室
に
案
内
さ
れ
る
。

社
会
保
険
事
務
所
か
ら
年
金
事
務
所

へ
組
織
と
名
称
が
変
わ
っ
た
が
、
目

に
見
え
て
変
わ
っ
た
と
一
番
わ
か
る

の
は
職
員
の
お
客
へ
の
接
遇
の
態
度

だ
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
所
長

室
へ
向
か
う
と
、
丹
羽
正
人
所
長
が

に
こ
や
か
に
迎
え
て
く
れ
た
。
丹
羽

所
長
は
民
間
出
身
。
前
職
は
宮
城
県

仙
台
市
の
印
刷
会
社
で
業
務
担
当
部

長
と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
や
個
人
情
報
管
理

を
は
じ
め
、
経
営
管
理
に
取
り
組
ん

で
き
た
と
い
う
。「
も
っ
ぱ
ら
利
益

追
求
の
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
か
ら

も
っ
と
違
う
仕
事
、
た
と
え
ば
社
会

に
貢
献
で
き
る
仕
事
を
し
た
い
と
思

い
ま
し
た
」。

　

現
在
の
仕
事
を
志
望
し
た
動
機
を

こ
う
答
え
て
く
れ
た
丹
羽
所
長
だ

が
、「
入
っ
て
み
て
実
際
は
ど
う
で

常
の
年
金
相
談
と
適
用
・
徴
収
の
相

談
で
は
、
対
応
の
仕
方
が
自
ず
と
違

っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
対

応
の
仕
方
を
し
よ
う
」
と
い
う
声
も

上
が
っ
て
き
た
し
、「
と
に
か
く
あ

い
さ
つ
し
よ
う
」
と
い
う
機
運
も
盛

り
上
が
っ
て
き
た
。

市
町
村
と
良
好
な
関
係
保
つ

　

弘
前
事
務
所
の
管
轄
地
域
は
弘
前

市
、
黒
石
市
、
五
所
川
原
市
、
つ
が

る
市
、
平
川
市
に
西
津
軽
郡
、
中
津

軽
郡
、
南
津
軽
郡
、
北
津
軽
郡
の

一
四
市
町
村
だ
が
、
合
併
前
の
市
町

村
窓
口
も
そ
れ
ぞ
れ
支
所
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
国
民
年
金
担
当
者
は
支

所
の
窓
口
に
も
顔
を
出
す
か
ら
合
併

に
よ
っ
て
事
務
が
合
理
化
さ
れ
た
と

は
一
概
に
は
言
え
な
い
面
も
あ
る
。

所
長
は
「
国
民
年
金
は
市
町
村
に
ご

協
力
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
。
良
好
な
関
係
を
保
っ
て

ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
市

町
村
に
エ
ー
ル
を
送
る
。

　

弘
前
事
務
所
の
市
場
化
テ
ス
ト
は

全
国
的
に
見
て
も
早
い
時
期
か
ら
始

ま
っ
て
お
り
、「
良
く
も
悪
く
も
（
業

者
に
）依
存
し
て
い
る
割
合
が
高
い
」

と
い
う
。
津
軽
地
方
に
は
独
特
の
方

言
が
と
く
に
年
配
の
方
々
中
心
に
残

っ
て
お
り
、「
地
域
以
外
か
ら
の
知

ら
な
い
人
か
ら
の
電
話
に
は
抵
抗
の

あ
る
土
地
柄
」
で
電
話
督
促
が
な
か

な
か
難
し
い
と
い
う
。
年
金
事
務
所

で
も
電
話
の
応
対
は
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

た
だ
け
に
現
在
の
課
内
は
十
分
な
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
が
と
れ
て
い
る
よ
う

だ
。

　

工
藤
哲
彦
お
客
様
相
談
室
長
は
昭

和
五
五
年
の
採
用
、
機
構
発
足
と
同

時
に
弘
前
事
務
所
へ
。
課
員
は
二
人

の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
含
め
一
八
人
（
正

職
員
二
人
、
准
職
員
三
人
、
特
定
職

員
一
一
人
）
と
い
う
大
所
帯
。
と
は

い
え
機
構
発
足
時
は
経
験
者
一
人
の

素
人
集
団
。
仕
事
を
し
な
が
ら
覚
え

て
い
く
と
い
う
毎
日
だ
っ
た
。

　

相
談
業
務
で
も
「
こ
と
ば
」
は
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
。「
訛
り
を
好
む
人

と
好
ま
な
い
人
を
相
談
コ
ー
ナ
ー
に

座
ら
れ
た
瞬
間
に
感
じ
取
る
ん
で

す
」
と
工
藤
さ
ん
。

　

出
張
相
談
は
五
所
川
原
市
、
つ
が

る
市
で
月
二
回
、
完
全
予
約
で
行
っ

て
い
る
。
ね
ん
き
ん
月
間
で
は
今
ま

で
出
来
な
か
っ
た
鯵
沢
町
、
深
浦
町

で
も
相
談
を
行
う
予
定
だ
。「
お
客

様
か
ら
も
対
応
が
良
く
な
っ
た
と
言

わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

よ
り
お
客
様
が
満
足
し
て
帰
ら
れ
る

よ
う
に
が
ん
ば
り
ま
す
」
と
語
る
工

藤
さ
ん
で
あ
る
。

　

山
本
修
一
厚
生
年
金
徴
収
課
長
は

昭
和
五
二
年
採
用
。
事
務
所
管
内
の

状
況
は
「
県
内
の
他
の
事
務
所
と
比

べ
る
と
中
小
企
業
が
多
く
、
経
済
圏

が
ま
と
ま
っ
て
比
較
的
完
結
し
て
い

ま
す
。
圏
外
へ
出
て
行
き
た
が
ら
な

い
し
、
受
け
入
れ
も
積
極
的
で
は
な

い
で
す
ね
」
と
山
本
さ
ん
は
弘
前
出

身
だ
け
に
管
内
の
状
況
を
ズ
バ
リ
説

明
。
震
災
も
あ
っ
て
経
済
的
に
は
伸

び
悩
ん
で
お
り
、
事
業
所
に
と
っ
て

は
保
険
料
負
担
が
重
く
な
っ
て
い

る
。

　

山
本
さ
ん
は
「
年
金
の
給
付
に
関

し
て
は
国
会
で
も
議
論
に
な
り
ま
す

が
、
財
源
の
話
は
あ
ま
り
出
て
き
ま

丹羽正人所長

弘
前
年
金
事
務
所
（
青
森
）

し
た
か
」
と
い
う
質
問
に
も
「
こ
れ

ほ
ど
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
胸
を
張
る
。
採
用
は
機

構
が
発
足
し
た
、
昨
年
の
一
月
一
日

で
あ
る
。

職
員
の
意
識
改
革
に
取
組
む

　

弘
前
年
金
事
務
所
長
と
し
て
職
員

に
接
し
て
感
じ
た
の
は
「
社
会
保
険

庁
か
ら
年
金
機
構
へ
変
わ
っ
た
こ
と

で
理
念
も
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

職
員
に
は
と
ま
ど
い
が
あ
る
よ
う
で

し
た
。
実
際
、
は
ざ
ま
で
大
変
だ
っ

た
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
丹
羽

所
長
が
手
が
け
た
の
は
「
職
員
の
意

識
改
革
」。

　

お
そ
ら
く
所
長
に
は
従
来
の
上
意

下
達
的
な
組
織
で
は
「
や
る
べ
き
こ

と
を
自
分
た
ち
で
考
え
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
危
惧
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。「
ま
ず
自
分
た
ち
で
考
え

よ
う
と
職
員
に
言
い
ま
し
た
。
そ
し

て
お
客
様
の
視
線
で
仕
事
を
見
て
み

よ
う
」
と
全
員
が
正
面
玄
関
か
ら
入

っ
て
カ
ウ
ン
タ
ー
の
外
か
ら
自
分
た

ち
の
仕
事
を
見
つ
め
直
し
た
。

　

こ
う
し
た
成
果
が
実
り
、
昨
年
か

ら
職
員
が
全
員
毎
月
一
件
、
改
善
の

提
案
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
た
と
え
ば
総
合
案
内
所
の
横
の

荷
物
置
き
場
に
杖
や
傘
置
き
場
が
置

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
成
果
の

ひ
と
つ
だ
。
そ
う
し
た
な
か
で
「
通

年金事務所
　
城
下
町
弘
前
は
り
ん
ご
の
有
数
な
産
地
で
も
あ
り
、
取
材
に
訪
れ

た
と
き
は
収
穫
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。「
自
分
た
ち
で
考
え
よ
う
」
と

職
員
に
課
し
た
民
間
出
身
の
弘
前
年
金
事
務
所
長
は
弘
前
の
り
ん
ご

の
よ
う
に
収
穫
の
実
を
上
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。

せ
ん
。
保
険
料
方
式
で
す
か
ら
納
付

し
て
初
め
て
給
付
が
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
で
す
ね
。
多
く
の
方
は
頑

張
っ
て
払
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

も
事
業
所
に
は
伝
え
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
語
る
。

　

そ
し
て
差
し
押
さ
え
に
関
し
て
は

「
保
険
料
に
充
て
て
い
く
わ
け
で
す

か
ら
、
長
い
目
で
見
れ
ば
事
業
所
の

た
め
に
な
る
と
思
っ
て
取
組
ん
で
い

ま
す
」
と
い
う
。
今
日
も
正
職
員
六

人
准
職
員
一
人
の
徴
収
課
員
は
督
促

に
余
念
が
な
い
。

　

戸
田
敏
夫
国
民
年
金
課
長
は
昭
和

五
六
年
採
用
。
課
員
は
正
職
員
五

人
、
准
職
員
一
人
、
特
定
職
員
五
人

の
一
一
人
。
保
険
料
の
督
励
に
関
し

て
は
市
場
化
業
者
を
中
心
に
行
っ
て

い
る
の
で
、
職
員
は
ま
ず
き
め
細
か

な
免
除
相
談
に
取
組
ん
で
い
る
。

　

強
制
徴
収
に
つ
い
て
は
国
税
庁
へ

の
委
託
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
が

「
悪
質
の
判
断
が
難
し
い
で
す
ね
。

実
際
に
は
何
が
悪
質
な
の
か
客
観
的

な
判
断
基
準
が
必
要
で
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
本
部
の
指
示
に
従
っ
て
進

め
ま
す
」
と
戸
田
さ
ん
。

　

所
得
情
報
が
管
轄
の
全
市
町
村
か

ら
来
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
市
町
村
と
の
関
係
は
き
わ
め

て
良
好
だ
。
戸
田
さ
ん
自
身
が
市
町

村
を
年
間
通
し
て
四
回
は
回
っ
て
い

る
と
い
う
。「
所
得
情
報
が
あ
る
か

ら
こ
そ
保
険
料
の
徴
収
が
出
来
る

の
で
あ
っ
て
市
町
村
の
協
力
は
絶
対

に
必
要
で
す
。
保
険
料
の
徴
収
に
つ

い
て
は
市
町
村
の
ご
協
力
を
得
ま
す

が
、
年
金
の
給
付
に
つ
い
て
は
我
々

年
金
機
構
が
プ
ロ
で
す
。
給
付
に
つ

い
て
の
市
町
村
の
要
望
に
も
、
き
め

細
か
く
応
え
て
行
き
た
い
で
す
ね
」

と
戸
田
さ
ん
は
謙
虚
に
か
つ
力
強
く

語
っ
て
く
れ
た
。

04
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自営業者の方にもサラリーマンなみの老後保障を。

国民年金にゆとりをプラス。
　　自分で入る公的な個人年金。
国民年金にゆとりをプラス。
　　自分で入る公的な個人年金。

◎掛金は全額所得控除。
◎掛金は自由に設定。
　※口数単位での設定になります。また、途中での変更も
　　可能です。

◎基本は終身年金。だから、一生涯お受取り。
◎万が一の時にはご家族に一時金も。
　※年金受給前または保証期間内にお亡くなりになった場合。
　　（Ｂ型を除きます。）

老後までトク 老後からトク老後までトク 老後からトク

05

　

平
成
三
年
五
月
に
国
民
年
金
基
金

が
設
立
さ
れ
、
基
金
の
事
業
運
営
が

ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
二
十
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。（
注
）

　

国
民
年
金
基
金
連
合
会
も
複
数
の

基
金
が
設
立
発
起
人
と
な
っ
て
同
月

に
設
立
さ
れ
、
全
国
七
十
二
の
基
金

と
と
も
に
こ
の
二
十
年
を
歩
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
。

　

民
間
の
被
用
者
の
た
め
の
厚
生
年

金
保
険
や
公
務
員
を
は
じ
め
複
数
の

職
域
毎
の
共
済
年
金
が
逐
次
整
備
さ

れ
る
な
か
、
昭
和
三
十
六
年
に
自
営

業
者
な
ど
を
対
象
に
し
た
国
民
年
金

が
発
足
し
て
、
す
べ
て
の
国
民
が
公

的
年
金
に
加
入
す
る
と
い
う「
国
民

皆
年
金
」の
体
制
と
な
り
ま
し
た
が
、

多
く
の
年
金
制
度
が
分
立
し
て
い
て

制
度
間
で
格
差
が
あ
る
と
い
う
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
六
十
年
に
年
金
制
度

の
大
改
正
が
行
わ
れ
、
一
階
部
分
を

一
元
化
し
た
基
礎
年
金
制
度
が
導
入

さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
結
果
、
被
用

者
グ
ル
ー
プ（
厚
生
年
金
保
険
や
共

済
年
金
）
に
は
報
酬
比
例
の
二
階
部

分
、
さ
ら
に
は
、
厚
生
年
金
基
金
な

ど
の
三
階
部
分
が
あ
る
一
方
、
自
営

業
者
グ
ル
ー
プ
（
国
民
年
金
）
に
は

一
階
部
分
の
基
礎
年
金
だ
け
し
か
な

い
と
い
う
格
差
が
生
じ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
平
成
元
年
の
年
金
制
度

改
正
の
際
に
制
度
間
の
格
差
を
是
正

す
る
た
め
の
何
ら
か
の
公
的
な
仕
組

み
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
現
在

の
国
民
年
金
基
金
制
度
が
年
金
制
度

改
正
案
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
法
改

正
成
立
後
の
平
成
三
年
四
月
に
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
私
は
厚
生
省
の
年
金
課
長

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
法
案
の

作
成
前
に
基
金
制
度
の
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
認

め
て
も
ら
う
べ
く
、
税
務
当
局（
大
蔵

省
主
税
局
）
に
日
夜
通
っ
た
こ
と
を

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
し
ま

す
。

　

最
終
的
に
月
額
六
万
八
千
円
、
年

額
八
十
一
万
六
千
円
と
い
う
社
会
保

険
料
控
除
が
認
め
ら
れ
、
基
金
制
度

の
導
入
が
実
現
し
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
か
ら
二
十
年
を
経
た
今
、
こ
の

国
民
年
金
基
金
の
事
業
運
営
に
か
か

わ
る
こ
と
が
で
き
、
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
時
に
そ
の

責
任
の
重
さ
も
痛
感
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

国
民
年
金
基
金
の
ス
タ
ー
ト
か

ら
二
十
年
、
累
積
の
加
入
者
数
は

百
五
十
万
人
を
超
え
、
年
金
受
給

者
数
も
三
十
万
人
に
及
び
、
連
合

会
の
運
用
資
産（
年
金
積
立
金
）
は

二
兆
三
千
億
円
と
大
き
く
成
長
し
て

き
ま
し
た
。

　

同
時
に
、
こ
の
二
十
年
、
基
金
を

取
り
巻
く
政
治
経
済
社
会
の
状
況
も

大
き
く
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
う
い
ろ

い
ろ
な
課
題
、
難
題
に
も
直
面
し
て

き
ま
し
た
が
、
こ
の
間
、
各
基
金
の

理
事
長
、
専
務
並
び
に
常
務
理
事
等

の
役
員
や
職
員
の
皆
様
の
た
ゆ
ま
ぬ

ご
努
力
、
ご
尽
力
、
そ
し
て
基
金
の

加
入
員
、
受
給
者
、
代
議
員
の
皆
様
、

さ
ら
に
は
募
集
委
託
機
関
や
積
立
金

運
用
委
託
機
関
な
ど
の
多
く
の
関
係

者
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
今
日
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
し
、

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

国
民
年
金
基
金
は
、

①
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て

年
金
と
掛
金
を
自
分
自
身
で
自

由
に
組
み
立
て
ら
れ
、
設
計
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
税
制
面
で
は
、
支
払
っ
た
掛
金

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
、
老
後
に
受
け
取
る

年
金
に
つ
い
て
も
公
的
年
金
等

控
除
が
受
け
ら
れ
る
。

③
基
本
は
終
身
年
金
と
な
っ
て
お

り
、
一
生
涯
受
け
取
れ
る
の
で

老
後
の
安
心
に
つ
な
が
る
。

④
万
が
一
の
と
き
で
も
遺
族
に
一

時
金
が
支
払
わ
れ
る
。（
全
額
非

課
税
）

　

と
い
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
民
間
の
個
人
年
金
な
ど
と
比

較
し
て
も
た
い
へ
ん
メ
リ
ッ
ト
の
大

き
い
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

　

も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
自
営
業
者

な
ど
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
の

皆
様
方
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
よ
り
多
く
の
皆
様
方
に

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
た
だ

く
こ
と
こ
そ
が
基
金
事
業
を
安
定
的

に
運
営
し
、
制
度
を
維
持
し
、
発
展

さ
せ
て
い
く
た
め
の
基
本
で
あ
り
大

き
な
柱
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め

に
も
基
金
関
係
者
の
皆
様
に
さ
ら
に

一
層
の
ご
努
力
を
お
願
い
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

事
業
運
営
の
も
う
一
つ
の
柱
は
積

立
金
運
用
で
す
が
、
厳
し
く
不
透
明

な
経
済
環
境
の
な
か
、
連
合
会
と
し

て
は「
積
立
金
運
用
の
基
本
方
針
」に

則
り
、
効
率
的
、
か
つ
、
安
定
的
な
運

用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
第

一
号
被
保
険
者
の
豊
か
な
老
後
生
活

を
保
障
す
る
た
め
に
必
須
不
可
欠
の

制
度
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
公
的
年

金
の
改
革
・
改
正
に
あ
わ
せ
て
必
要

な
改
革
・
改
善
を
行
い
な
が
ら
、
維

持
し
、
発
展
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
基
金
連
合
会
は
、
全
国

七
十
二
の
基
金
と
連
携
を
取
り
な
が

ら
、
国
民
年
金
基
金
の
今
後
の
維
持
、

発
展
の
た
め
に
先
頭
に
立
っ
て
全
力

を
尽
く
し
て
ま
い
る
覚
悟
で
す
。
皆

様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）地
域
型
国
民
年
金
基
金
は
平
成

三
年
五
月
一
日
に
四
十
七
都
道

府
県
全
て
に
設
立
さ
れ
、
職
能

型
国
民
年
金
基
金
は
同
日
に
三

基
金
、
以
降
平
成
五
年
九
月
一

日
ま
で
に
合
わ
せ
て
二
十
五
基

金
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
基
金
連
合
会
は
平
成

三
年
五
月
三
十
日
に
設
立
さ
れ

ま
し
た
。

国
民
年
金
基
金
二
十
周
年
に
よ
せ
て

国
民
年
金
基
金
連
合
会
理
事
長
　
松
　

本
　

省
　

藏

国
民
年
金
基
金

松本省藏理事長
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昭和44年 職能型の国民年金基金制度の導入

昭和62～63年 国民年金基金を巡る国会論議

平成元年 12月 国民年金法等の一部を改正する法律の公布
地域型基金設立の途が開かれる
職能型基金の設立要件が緩和される

平成2年 10月 国民年金基金令の公布

平成3年 5月

8月
12月

47都道府県に一斉に地域型国民年金基金の設立
職能型国民年金基金の設立
国民年金基金連合会設立
全国の金融機関において第1回目の掛金の口座引落し
広報キャラクター：渥美清さん（～平成4年9月）

平成4年 3月
10月

平成3年度新規加入件数459,361件
広報キャラクター：コント55号（～平成5年9月）

平成5年 3月

10月

基金制度について新聞による政府広報実施
平成4年度新規加入件数114,301件
広報キャラクター：森光子さん（～平成6年9月）

平成6年 3月
10月

平成5年度新規加入件数83,778件
広報キャラクター：三田佳子さん（～平成10年6月）

平成7年 3月
11～12月

平成6年度新規加入件数113,845件
国民年金基金ブロック別意見交換会開催

平成8年 3月
4月
7月

平成7年度新規加入件数68,184件
連合会が年金財政安定事業を創設
年金資産運用の基本方針を策定

平成9年 3月
4月

平成8年度新規加入件数69,021件
年金給付体系を年単位から月単位に変更
年金運用コンサルタントを採用

平成10年 3月

4月
7月

平成9年度から年金資産の評価を時価評価へ移行
平成9年度新規加入件数49,321件
国民年金基金の年金資産残高が１兆円を突破
広報キャラクター：小谷実可子さん（～平成13年6月）

平成11年 2月
3月

加入者の累計が100万人を突破
平成10年度新規加入件数53,307件

平成12年 3月
11月
12月

平成11年度新規加入件数85,055件
国民年金基金10周年記念広報の実施
国民年金基金連合会ホームページの開設

平成13年 3月

7月

国民年金基金制度発足10周年記念ビデオの製作
平成12年度新規加入件数50,259件
広報キャラクター：岡江久美子さん（～平成16年6月）

平成14年 3月
4月

平成13年度新規加入件数77,720件
国民年金保険料の納付委託制度開始

平成15年 3月 平成14年度新規加入件数40,437件

平成16年 1月
3月
7月
12月

金融機関の信託代理店契約
平成15年度新規加入件数72,062件
広報キャラクター：宮里藍さん（～平成19年3月）
年金受給者に係る課税対象額の改定

平成17年 3月 平成16年度新規加入件数23,673件

平成18年 1月
3月

国民年金基金ホームページの更改
平成17年度新規加入件数27,199件

平成19年 3月
4月
10月

平成18年度新規加入件数27,290件
広報キャラクター：長澤まさみさん（～平成22年3月）
未請求の方に対し年金裁定請求を再案内を開始

平成20年 3月 平成19年度新規加入件数26,701件

平成21年 3月
4月

平成20年度新規加入件数29,317件
財政再計算の結果　確定年金にⅣ型、Ⅴ型を追加

平成22年 3月
4月

平成21年度新規加入件数22,929件
広報キャラクター：貫地谷しほりさん

平成23年 3月
5月

平成22年度新規加入件数26,311件
国民年金基金制度発足20周年

国民年金基金20年のあゆみ
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フリーダイヤル

※地域によっては携帯電話からはつながらない場合があります。

 ロ ー ゴ    ヨ  イ  ク  ニ
ご職業ごとに加入できる職能型もあります。
くわしくはホームページをご覧ください。



１口目について

年金の種類
加入は口数制で、
年金額や給付の型は、
ご自分で選択できます。

● ご自分で何口加入するかによって受け取る年金額が
決まります。

● 給付の型は、終身年金のＡ型・Ｂ型、確定年金の
　 Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の計７種類があります。

● 掛金の額は、選択された給付の型、加入口数、加入
時の年齢、性別によって異なりますので、掛金月額
表をご覧ください。

● 「１口目」は、必ずご加入いただくことになっています。
● 「１口目」は、Ａ型とＢ型の２種類があります。
● 「１口目」の年金月額は、ご加入時の年齢が、35 歳 0 月までは２万円、35 歳 1 月から 45 歳 0 月までは１万５千円、

45歳1月から50歳0月までは１万円で、誕生月以外に加入された場合は、月数に応じた年金額が加算されます。
50 歳 1 月以上は、加入時年齢（月単位）により年金額が異なります。

❖ 80 歳まで保証期間付
80 歳までに死亡した場合、残りの期間
分の年金に相当する額が遺族一時金とし
て遺族に支給されます。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

❖保証期間はありませんが、その分掛金が
安くなります。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

終身年金

65歳

年金月額

＋加算額

終身年金

15年間保証
65歳 80歳

年金月額

＋加算額

１口目加算額（男女共通）� （年額：円）
加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額 加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額 加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額

20歳 708 25歳 780 30歳 880 35歳 765 40歳 927 45歳 806
21歳 720 26歳 796 31歳 904 36歳 792 41歳 972 46歳 860
22歳 732 27歳 816 32歳 928 37歳 822 42歳 1,020 47歳 924
23歳 748 28歳 836 33歳 956 38歳 852 43歳 1,074 48歳 1,000
24歳 764 29歳 856 34歳 988 39歳 888 44歳 1,137 49歳 1,090
※誕生月以外に加入された時は、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せ
　となりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。※加入時年齢が50歳１月以上の方は、加算額はありません。
　例えば、30歳２カ月で１口目Ａ型に加入された場合は、加算月数10月（12月－２月）×880円＝8,800円が加算額（年額）となります。

●２万円※１

●１万５千円※２

●１万円※３

●２万円※１

●１万５千円※２

●１万円※３

※１　35歳０月までにご加入の場合　　※２　45歳０月までにご加入の場合　　※３　50歳０月までにご加入の場合

A型
終身年金

Ｂ型
終身年金



２口目以降について
「１口目」だけでは、年金額が不足と考えられる方は、「２口目以降」で年金を増額してください。
●「２口目以降」は、Ａ型、Ｂ型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型の７種類があります。
●「２口目以降」の年金月額は、ご加入時の年齢が、35 歳 0 月までは１万円、35 歳 1 月から 50 歳

0 月までは５千円で、誕生月以外に加入された場合は、月数に応じた年金額が加算されます。50
歳 1 月以上は、加入時年齢（月単位）により年金額が異なります。

２口目以降加算額（男女共通）� （年額：円）
加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額 加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額 加入時
年齢 単位加算額 加入時

年齢 単位加算額

20歳 354 25歳 390 30歳 440 35歳 255 40歳 309 45歳 403
21歳 360 26歳 398 31歳 452 36歳 264 41歳 324 46歳 430
22歳 366 27歳 408 32歳 464 37歳 274 42歳 340 47歳 462
23歳 374 28歳 418 33歳 478 38歳 284 43歳 358 48歳 500
24歳 382 29歳 428 34歳 494 39歳 296 44歳 379 49歳 545

❖ 65 歳支給開始、80 歳まで保証期間付
終身年金です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

終身年金

15年間保証
80
歳

65
歳

年金月額
＋加算額●１万円※１

●５千円※２

10年間保証
75
歳

65
歳

年金月額
＋加算額

❖ 65 歳から 75 歳まで 10 年間の保証期
間付です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

●１万円※１

●５千円※２

10年間保証
70
歳

60
歳

年金月額
＋加算額

❖ 60 歳から 70 歳まで 10 年間の保証期
間付です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

●１万円※１

●５千円※２

❖65 歳支給開始、保証期間なしの終身年
金です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

終身年金

65
歳

年金月額
＋加算額●１万円※１

●５千円※２

❖65 歳から 80 歳まで 15 年間の保証期
間付です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。 15年間保証

80
歳

65
歳

年金月額
＋加算額●１万円※１

●５千円※２

15年間保証
75
歳

60
歳

年金月額
＋加算額

❖ 60 歳から 75 歳まで 15 年間の保証期
間付です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

●１万円※１

●５千円※２

❖ 60 歳から 65 歳まで 5 年間の保証期間
付です。

❖加入月に応じて加算額（加入月加算）が
支払われます。

5年間保証
65
歳

60
歳

年金月額
＋加算額●１万円※１

●５千円※２

※１　35歳０月までにご加入の場合　　※２　50歳０月までにご加入の場合

Ａ型
終身年金

Ｂ型
終身年金

Ⅰ型
確定年金

Ⅱ型
確定年金

Ⅲ型
確定年金

Ⅳ型
確定年金

Ⅴ型
確定年金



	 16,910	 15,080	 19,560	 18,760	 8,455	 7,540	 9,780	 9,380	 6,145	 4,270	 6,700	

20 歳 0月	
20 歳 1月～21歳 0月
21歳 1月～22歳 0月
22歳 1月～23歳 0月
23歳 1月～24歳 0月
24歳 1月～25歳 0月
25歳 1月～26歳 0月
26歳 1月～27歳 0月
27歳 1月～28歳 0月
28歳 1月～29歳 0月
29歳 1月～30歳 0月
30歳 1月～31歳 0月
31歳 1月～32歳 0月
32歳 1月～33歳 0月
33歳 1月～34歳 0月
34歳 1月～35歳 0月

35歳 1月～36歳 0月	
36 歳 1月～37歳 0月	
37 歳 1月～38歳 0月
38歳 1月～39歳 0月
39歳 1月～40歳 0月
40歳 1月～41歳 0月
41歳 1月～42歳 0月
42歳 1月～43歳 0月
43歳 1月～44歳 0月
44歳 1月～45歳 0月
	 	
45 歳 1月～46歳 0月
46歳 1月～47歳 0月
47歳 1月～48歳 0月
48歳 1月～49歳 0月
49歳 1月～50歳 0月
	

50 歳 1月以上	

■掛金月額表

Ａ型　　Ｂ型 Ａ型　　Ｂ型 Ⅰ型 	 Ⅱ 型 	 Ⅲ 型 	 Ⅳ 型 	 Ⅴ 型Ａ型　　Ｂ型 Ａ型　　Ｂ型

男性 男性女性 女性
終身年金 終身年金

１　　口　　目 ２　　口　　目　　以　　降

確定年金

年金月額（基本額）１万円

年金月額（基本額）２万円 年金月額（基本額）１万円

年金月額（基本額）１万５千円 年金月額（基本額）５千円

年金額は加入時年齢（月単位）により異なります。

年金月額（基本額）５千円

加入時年齢

給付の型

●50歳１月以上で加入の方の年金額（年単位）�
給付の型

加入時年齢
加入月数

年金額（年額）
１口目（終身年金） ２口目以降（終身年金・確定年金）

Ａ型・Ｂ型 Ａ型・Ｂ型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型
50歳１月 119月 118,920 59,460
51歳０月 108月 107,040 53,520
52歳０月 96月 94,300 47,150
53歳０月 84月 81,780 40,890
54歳０月 72月 69,480 34,740
55歳０月 60月 57,400 28,700
56歳０月 48月 45,520 22,760
57歳０月 36月 33,840 16,920
58歳０月 24月 22,360 11,180
59歳０月 12月 11,080 5,540

※ 誕生月以外でのご加入のとき
は、月単位で年金額が異なりま
す。

※ 年金額表は年額を計算する際の
基礎となるものです。実際の年
金額は100円単位（加入している
すべての年金額を合計し、50円
未満は切り捨て、50円以上は切
り上げ）になります。

※ 加入時年齢が50歳１月以上の方
はⅣ型及びⅤ型への新規加入及
び増口はできません。

①表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。
②誕生日の属する月（誕生月）にご加入の方は、△△歳０月と表示しています。
③誕生月の翌月にご加入の方は△△歳１月、誕生月の翌々月にご加入の方は△△歳２月、…となります。
④ 但し、「１日」生まれの方は、誕生日の属する月の前月が誕生月になります。（例えば、「４月１日」が誕生日の方は、「３月」が誕生月になります。）

注）加入時年齢の見方（男女共通）

	 6,350	 5,550	 7,360	 7,000	 3,175	 2,775	 3,680	 3,500	 2,325	 1,615	 2,535	 1,760	 	920
	 6,570	 5,750	 7,620	 7,250	 3,285	 2,875	 3,810	 3,625	 2,405	 1,675	 2,625	 1,825	 	950
	 6,810	 5,960	 7,900	 7,510	 3,405	 2,980	 3,950	 3,755	 2,495	 1,735	 2,720	 1,890	 	985
	 7,060	 6,180	 8,190	 7,790	 3,530	 3,090	 4,095	 3,895	 2,585	 1,800	 2,820	 1,960	 1,020
	 7,330	 6,420	 8,500	 8,090	 3,665	 3,210	 4,250	 4,045	 2,685	 1,865	 2,925	 2,035	 1,060
	 7,620	 6,670	 8,830	 8,400	 3,810	 3,335	 4,415	 4,200	 2,785	 1,935	 3,040	 2,115	 1,105
	 7,920	 6,940	 9,180	 8,740	 3,960	 3,470	 4,590	 4,370	 2,895	 2,015	 3,160	 2,195	 1,145
	 8,240	 7,220	 9,550	 9,090	 4,120	 3,610	 4,775	 4,545	 3,010	 2,095	 3,285	 2,285	 1,190
	 8,580	 7,520	 9,940	 9,470	 4,290	 3,760	 4,970	 4,735	 3,135	 2,180	 3,420	 2,380	 1,240
	 8,940	 7,840	 10,360	 9,870	 4,470	 3,920	 5,180	 4,935	 3,270	 2,270	 3,565	 2,480	 1,295
	 9,320	 8,190	 10,810	 10,300	 4,660	 4,095	 5,405	 5,150	 3,410	 2,370	 3,720	 2,585	 1,350
	 9,740	 8,560	 11,290	 10,760	 4,870	 4,280	 5,645	 5,380	 3,560	 2,475	 3,880	 2,700	 1,405
	 10,180	 8,950	 11,800	 11,250	 5,090	 4,475	 5,900	 5,625	 3,720	 2,585	 4,060	 2,820	 1,475
	 10,660	 9,380	 12,360	 11,780	 5,330	 4,690	 6,180	 5,890	 3,895	 2,710	 4,250	 2,955	 1,540
	 11,180	 9,840	 12,950	 12,350	 5,590	 4,920	 6,475	 6,175	 4,085	 2,840	 4,455	 3,095	 1,615
	 11,740	 10,340	 13,600	 12,970	 5,870	 5,170	 6,800	 6,485	 4,285	 2,980	 4,675	 3,250	 1,695

	 9,255	 8,160	 10,725	 10,230	 3,085	 2,720	 3,575	 3,410	 2,255	 1,565	 2,460	 1,710	 	895
	 9,750	 8,595	 11,295	 10,785	 3,250	 2,865	 3,765	 3,595	 2,375	 1,650	 2,590	 1,800	 	940
	 10,290	 9,090	 11,925	 11,385	 3,430	 3,030	 3,975	 3,795	 2,505	 1,740	 2,730	 1,900	 	990
	 10,890	 9,615	 12,615	 12,045	 3,630	 3,205	 4,205	 4,015	 2,650	 1,840	 2,890	 2,005	 1,050
	 11,535	 10,200	 13,365	 12,765	 3,845	 3,400	 4,455	 4,255	 2,805	 1,950	 3,060	 2,125	 1,110
	 12,270	 10,845	 14,205	 13,575	 4,090	 3,615	 4,735	 4,525	 2,980	 2,070	 3,250	 2,260	 1,180
	 13,065	 11,565	 15,135	 14,460	 4,355	 3,855	 5,045	 4,820	 3,175	 2,205	 3,465	 2,405	 1,260
	 13,965	 12,375	 16,170	 15,465	 4,655	 4,125	 5,390	 5,155	 3,395	 2,360	 3,700	 2,570	 1,340
	 14,985	 13,275	 17,340	 16,590	 4,995	 4,425	 5,780	 5,530	 3,640	 2,530	 3,965	 2,760	 1,435
	 16,125	 14,310	 18,675	 17,865	 5,375	 4,770	 6,225	 5,955	 3,915	 2,720	 4,270	 2,970	 1,550

	 11,630	 10,330	 13,460	 12,890	 5,815	 5,165	 6,730	 6,445	 4,235	 2,945	 4,615	 3,210	 1,670
	 12,640	 11,240	 14,630	 14,010	 6,320	 5,620	 7,315	 7,005	 4,600	 3,200	 5,015	 3,490	 1,815
	 13,830	 12,310	 16,000	 15,330	 6,915	 6,155	 8,000	 7,665	 5,030	 3,495	 5,485	 3,810	 1,990
	 15,230	 13,570	 17,610	 16,890	 7,615	 6,785	 8,805	 8,445	 5,535	 3,850	 6,035	 4,195	 2,185
	 16,910	 15,080	 19,560	 18,760	 8,455	 7,540	 9,780	 9,380	 6,145	 4,270	 6,700	 4,655	 2,430
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加
藤
◆
国
民
年
金
基
金
が
発
足
し
て

今
年
で
二
〇
年
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
か
ら
国
民
年
金
基
金
制

度
を
国
民
の
間
に
さ
ら
に
普
及
さ
せ

て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、

い
ろ
い
ろ
お
話
を
お
う
か
が
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
国
民
年
金
基
金
と
い
う

も
の
に
対
し
て
皆
様
が
お
持
ち
に
な

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
実

際
に
国
民
年
金
基
金
制
度
に
携
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
思
い
出
、
ご
苦
労
さ
れ

た
話
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
点
と
し
て

ぜ
ひ
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
、
そ
ん

な
こ
と
を
一
言
ず
つ
お
話
し
願
い
ま

す
。

金
高
◆
現
在
、
私
は
歯
科
医
師
の
国

民
年
金
基
金
に
お
り
ま
す
が
、歯
科
医

師
国
民
年
金
基
金
は
、
職
能
型
基
金

の
第
一
号
と
し
て
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
話
は
い
ま
で
も
語
り
種
に

な
っ
て
い
ま
す
。
母
体
で
あ
る
日
本

歯
科
医
師
会
の
年
金
制
度
の
掛
金
に

つ
い
て
、
税
制
の
優
遇
措
置
の
対
象

に
し
て
欲
し
い
と
ず
っ
と
要
求
し
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か

実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
に

ち
ょ
う
ど
職
能
型
基
金
の
設
立
要
件

が
緩
和
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
は
願
っ
て
も
な
い
、
ま
ず
一
番
で
認

可
を
取
っ
て
早
く
設
立
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
、
念
願
ど
お
り
第
一
号
基

金
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

中
村
◆
私
が
東
京
都
国
民
年
金
基

金
に
入
っ
た
の
は
平
成
一
四
年
か
ら

で
す
の
で
、
国
民
年
金
基
金
の
二
〇

年
の
う
ち
の
後
半
の
一
〇
年
間
こ
の

仕
事
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
平
成

一
四
年
と
い
い
ま
す
と
、
運
用
環
境

が
非
常
に
厳
し
い
時
代
で
、
株
式
市

場
の
低
迷
に
よ
っ
て
大
変
厳
し
い
状

況
に
あ
り
ま
し
た
。

　

長
期
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
考

え
方
、
い
わ
ゆ
る
年
金
の
資
産
運
用

の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
ご
理

解
を
い
た
だ
く
の
に
大
変
苦
労
し
た

と
い
う
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

後
の
三
年
間
で
急
回
復
を
し
ま
し
た

の
で
、
現
在
ま
た
大
変
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
頃
の
経

験
を
持
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
し
、
い
ま
は
当
時
と
比
べ
る

と
非
常
に
落
ち
着
い
て
見
守
っ
て
い

た
だ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況

で
す
。

山
崎
◆
自
営
業
者
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

と
の
間
に
は
、
昭
和
六
〇
年
の
改
正

で
完
全
に
差
が
で
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
国
民
年
金
が
基
礎
年
金
と
な
り
、

二
階
部
分
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
は
あ

る
の
に
自
営
業
者
に
は
な
い
と
い
う

形
で
す
。
し
か
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

は
企
業
年
金
が
相
当
普
及
し
て
い
た

た
め
、
そ
の
老
後
保
障
の
格
差
を
埋

め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
税
制
等
で
公
的

に
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
そ
れ
が
国
民
年

金
基
金
の
発
足
の
考
え
方
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

い
の
か
。
そ
の
理
由
も
含
め
て
ご
意

見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

井
戸
◆
作
ら
れ
た
時
は
経
済
成
長
か

ら
成
熟
す
る
時
で
、
あ
る
意
味
デ
フ

レ
で
な
い
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

は
っ
き
り
申
し
上
げ
る
と
、
ず
っ
と

イ
ン
フ
レ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
反
対

に
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
い

ま
は
ず
っ
と
デ
フ
レ
の
状
態
な
わ
け

で
す
か
ら
、
非
常
に
ラ
ッ
キ
ー
な
時

期
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
国
債
も
格

付
け
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
銀

行
の
定
期
預
金
利
息
が
ま
た
ど
ん
ど

ん
下
げ
ら
れ
て
い
て
、
〇
・
二
％
ぐ
ら

い
ま
で
下
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
Ｆ
Ｐ
と
し
て
よ
く
聞
か
れ
る

の
が
、
ど
こ
に
お
金
を
持
っ
て
い
っ

た
ら
い
い
の
か
で
す
。
国
民
年
金
基

金
は
、
や
は
り
自
分
の
た
め
に
コ
ツ

コ
ツ
積
み
立
て
て
、
法
律
に
則
っ
て

い
る
公
的
な
も
の
で
、
し
か
も
税
金

の
メ
リ
ッ
ト
が
非
常
に
あ
る
と
い
う

の
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
終
身
年
金
が
基
本
と
い
う
の

も
と
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
。
体
調
が
悪
く
な
っ
て
働
け
な
く

な
り
、
例
え
ば
介
護
の
状
態
に
な
っ

た
時
に
は
、
国
民
年
金
だ
け
で
六
万

円
満
額
も
ら
っ
て
い
る
方
は
多
分
い

ま
の
時
代
だ
と
少
な
い
と
思
う
の

で
、
五
万
円
、
あ
と
五
万
円
を
何
と

か
す
れ
ば
い
い
。
要
介
護
五
で
も
月

三
万
六
千
円
は
必
ず
要
る
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
の
分
が
非
常
に
安
心
だ
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
目
の
前
で

は
税
金
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
遠
い

将
来
に
つ
い
て
は
終
身
で
あ
る
と
い

加
藤
◆
国
民
年
金
基
金
と
い
う
の
は

い
ろ
い
ろ
な
面
で
利
点
が
多
い
制
度

だ
と
思
い
ま
す
。
国
民
年
金
基
金
の

よ
う
に
、
終
身
の
年
金
が
提
供
で
き

る
と
い
う
の
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
だ

と
思
い
ま
す
。
国
民
年
金
基
金
は
、

　

も
う
一
つ
。
公
的
年
金
の
財
政
は

当
初
は
積
立
方
式
だ
っ
た
の
で
す

が
、
次
第
次
第
に
賦
課
方
式
の
要
素

が
強
く
な
り
、
賦
課
方
式
を
基
本
に

し
つ
つ
、
将
来
に
向
か
っ
て
急
激
な

保
険
料
の
引
き
上
げ
を
緩
和
す
る
た

め
の
一
定
の
積
立
金
を
持
つ
と
い
う

の
が
い
ま
の
財
政
方
式
に
な
っ
て
い

ま
す
。
賦
課
方
式
の
財
政
は
高
齢
化

に
非
常
に
弱
く
、
高
齢
化
に
ど
う
対

応
す
る
か
が
大
き
な
課
題
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
賦
課
方
式

だ
け
で
は
な
く
積
立
方
式
の
要
素
を

公
的
年
金
の
中
に
一
定
程
度
組
み
込

む
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
む
し

ろ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
若
い
人
の
年

金
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
賦
課
方
式
と
積
立
方
式

を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
。
そ
の
一

方
を
担
う
の
が
国
民
年
金
基
金
な
の

う
と
こ
ろ
を
強
調
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

山
崎
◆
い
ま
井
戸
さ
ん
、
い
い
説
明

を
さ
れ
ま
し
た
ね（
笑
）。
デ
フ
レ
の

時
代
に
一
番
い
い
説
明
に
な
り
ま
す

ね
。
積
立
型
の
年
金
は
イ
ン
フ
レ
リ

ス
ク
に
弱
い
が
、デ
フ
レ
の
時
代
に
は
、

金
利
は
付
か
な
く
て
も
物
価
が
安
く

な
れ
ば
、
む
し
ろ
年
金
の
価
値
は
上

が
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

あ
る
程
度
収
入
が
あ
る
自
営
業
者

で
す
と
、
皆
さ
ん
貯
蓄
を
し
ま
す
か

ら
、
貯
蓄
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
、
国

民
年
金
に
上
乗
せ
し
て
老
後
に
向
け

て
貯
蓄
す
る
と
思
え
ば
、税
制
上
こ
ん

な
に
有
利
な
商
品
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
感
じ
が
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
終
身
年
金
と
い
う
公

的
年
金
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し

な
が
ら
、
か
つ
給
付
設
計
は
七
つ
の

選
択
肢
が
あ
っ
て
、
生
活
設
計
に
合

わ
せ
て
か
な
り
自
由
な
給
付
を
選
べ

る
の
も
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

中
村
◆
老
後
は
確
実
に
長
く
な
っ
て

き
て
い
る
わ
け
で
、し
か
も
、
ど
の
く

ら
い
生
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
や

は
り
そ
う
い
う
リ
ス
ク
に
は
対
応
し

て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
終
身
年
金
と
い

う
の
は
、
民
間
保
険
で
は
な
か
な
か

で
き
な
い
も
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
掛
金
が
全

額
所
得
控
除
と
い
う
こ
と
で
、
年
金

に
対
す
る
実
質
の
掛
金
が
非
常
に
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
公
的
な

年
金
な
ら
で
は
の
強
み
で
あ
り
、
こ

の
二
つ
は
や
は
り
強
調
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

実
は
私
ど
も
で
民
間
の
個
人
年
金

に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
で
調

べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
個
人
年
金
の
加

制
度
内
容
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
特

徴
が
あ
り
非
常
に
有
利
な
制
度
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た

内
容
に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
様
に
対

し
て
特
に
ど
の
よ
う
な
点
を
強
調
し

て
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
ら
よ
ろ
し

加藤栄一氏

国
民
年
金
基
金
は

税
制
等
で
公
的
に
サ
ポ
ー
ト

デ
フ
レ
の
時
に
ラ
ッ
キ
ー
な

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
年
金

座
談
会

国
民
年
金
基
金

　老
後
の
た
め
の

　貯
蓄
で
す

加
藤
　

栄
一
　
氏
（
進
行
）

年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構

理
事
長

山
崎
　

泰
彦
　
氏

神
奈
川
県
立
保
健
福
祉
大
学
名
誉
教
授

中
村
　

文
雄
　
氏

東
京
都
国
民
年
金
基
金
専
務
理
事

金
高
　

和
男
　
氏

歯
科
医
師
国
民
年
金
基
金
常
務
理
事

井
戸
　

美
枝
　
氏

社
会
保
険
労
務
士
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

井
戸
◆
国
民
年
金
基
金
は
自
営
業

者
に
と
っ
て
は
非
常
に
強
い
味
方
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
私
た

ち
自
営
業
者
は
資
産
を
い
ろ
い
ろ
な

形
で
分
散
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や

は
り
公
的
な
制
度
と
い
う
も
の
は
安

心
・
安
全
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ

ま
す
。
国
民
年
金
だ
け
で
は
な
く
、

賦
課
方
式
と
は
ま
た
違
う
、
自
分
で

積
み
立
て
る
、
し
か
も
公
的
な
制
度

と
い
う
の
は
安
心
を
生
ん
で
く
れ
る

と
思
い
ま
す
。
私
自
身
が
老
後
を
考

え
始
め
た
の
は
四
〇
歳
を
過
ぎ
て
か

ら
で
す
。
そ
ん
な
時
に
公
的
な
年
金

と
し
て
欲
し
い
と
思
っ
た
の
が
国
民

年
金
基
金
で
、
入
る
か
ど
う
か
非
常

に
迷
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
ち

ょ
う
ど
国
民
年
金
基
金
の
お
仕
事
を

い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
運

命
じ
み
た
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

自
営
業
者
の
場
合
は
不
定
期
な
収

入
に
な
る
の
で
、
ず
っ
と
払
い
続
け

る
と
い
う
の
と
、
や
め
ら
れ
な
い
と

い
う
の
は
、
け
っ
こ
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

に
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
基
金
の
よ

う
に
減
額
で
き
る
と
い
う
の
は
非
常

に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
自
由
さ
と
、
自
分
の
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
に
沿
っ
て
終
身
を
ベ
ー
ス
に
確

定
年
金
を
積
み
立
て
た
り
、
選
択
す

れ
ば
六
〇
歳
か
ら
受
け
取
れ
る
と
い

う
の
も
非
常
に
あ
り
が
た
い
制
度
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

山崎泰彦氏

井戸美枝氏
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い
。
そ
こ
で
い
ま
、
ま
ず
国
民
年
金

制
度
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に

私
ど
も
の
基
金
の
説
明
が
あ
る
と
い

う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
、
区
市

町
村
の
窓
口
に
置
い
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
や
は
り
両
方
理
解
し
て
い

た
だ
か
な
い
と
、
な
か
な
か
加
入
し

て
い
た
だ
け
な
い
制
度
で
す
の
で
。

井
戸
◆
も
う
少
し
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

使
っ
た
ネ
ッ
ト
の
広
告
が
あ
る
と
わ

り
と
見
て
も
ら
え
る
と
思
う
ん
で
す
。

　

お
金
関
係
の
と
こ
ろ
で
、
今
日
は

ち
ゃ
ん
と
考
え
て
お
金
に
向
き
合
お

う
と
い
う
人
向
け
の
と
こ
ろ
に
、
キ

イ
を
押
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し

た
ら
い
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
あ

と
は
そ
こ
に
、
例
え
ば
無
料
セ
ミ
ナ

ー
が
あ
り
ま
す
と
か
、
一
〇
人
で
も

二
〇
人
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、ち

ょ
っ
と
出
て
き
て
い
た
だ
く
セ
ミ
ナ

ー
的
な
も
の
と
キ
イ
を
押
し
て
い
た

だ
く
よ
う
な
作
戦
が
あ
れ
ば
、
コ
ス

ト
を
抑
え
な
が
ら
少
し
広
ま
る
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。

山
崎
◆
一
般
的
な
広
報
だ
け
で
は
な

く
、
フ
ェ
ー
ス
・
ツ
ー
・
フ
ェ
ー
ス

の
部
分
が
ど
こ
か
で
な
い
と
。
年
金

は
難
し
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
フ
ェ
ー
ス
・

ツ
ー
・
フ
ェ
ー
ス
で
き
ち
っ
と
お
話

し
す
る
機
会
が
大
事
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

貯
蓄
は
み
ん
な
が
す
る
も
の
で
、

「
実
は
国
民
年
金
に
入
っ
て
お
ら
れ
る

方
の
老
後
の
た
め
の
貯
蓄
で
す
」
と

言
え
ば
一
番
わ
か
り
や
す
い
。
貯
蓄

の
中
で
は
一
番
有
利
な
貯
蓄
で
す
と

い
う
の
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

加
藤
◆
今
日
は
大
変
い
い
ご
意
見

を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
日

は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

今
度
、
六
〇
歳
以
上
六
五
歳
の
国

民
年
金
の
任
意
加
入
者
が
私
ど
も
に

加
入
で
き
る
道
が
開
か
れ
ま
す
け
れ

ど
、
こ
れ
は
運
用
期
間
が
短
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
若
い
人
に
比

べ
る
と
掛
金
が
相
当
高
額
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
私

ど
も
の
対
象
の
自
営
業
者
は
就
労
期

間
が
長
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

い
ま
支
給
開
始
は
六
五
歳
で
す
が
、

で
き
る
だ
け
掛
金
を
抑
え
る
た
め
に

も
加
入
時
に
支
給
開
始
七
〇
歳
ぐ
ら

い
ま
で
選
択
で
き
て
、
若
干
で
も
待

機
期
間
を
も
っ
て
掛
金
を
低
く
抑
え

る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

加
藤
◆
確
か
に
、
高
齢
化
が
進
ん
で

く
る
と
い
う
よ
り
は
平
均
余
命
が
ど

ん
ど
ん
延
び
て
く
る
と
、
ど
う
し
て

も
掛
金
が
高
く
な
る
と
い
う
話
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
を
と
に
か

く
何
と
か
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
ゆ
と
り
の
あ
る
人
に
は
低
い

年
金
額
で
口
数
を
多
く
入
っ
て
い
た

だ
き
、
最
低
限
度
入
る
方
に
は
そ
れ

ぞ
れ
許
せ
る
範
囲
で
そ
れ
ほ
ど
負
担

感
な
く
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

山
崎
◆
老
後
目
的
の
貯
蓄
を
す
る
の

だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
い
い
商
品
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
運
用
環
境
が
悪

い
悪
い
と
言
い
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
み
な
せ
っ
せ
と
貯
蓄
を
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
歳
を
と
っ
て
も
貯
蓄
を

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
六
〇
歳
を
過

ぎ
て
も
お
入
り
に
な
っ
た
ら
ど
う
か

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
や
は
り
自
営
業
者
の

方
の
老
後
の
生
活
設
計
の
お
手
伝
い

を
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
そ
う
い

う
面
で
の
広
報
も
こ
れ
か
ら
必
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
四
年

ほ
ど
前
か
ら
あ
る
新
聞
社
の
後
援
を

い
た
だ
い
て
、
自
営
業
応
援
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
を
新
聞
や
雑
誌
に
公
表
す

る
。
あ
る
い
は
若
干
編
集
を
し
て
、

資
料
請
求
を
い
た
だ
い
た
方
に
お
配

り
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
情
報

の
提
供
を
し
て
お
り
ま
す
。

加
藤
◆
昨
年
、
国
民
年
金
基
金
連
合

会
で
調
査
を
や
り
ま
し
た
。
全
国
に

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
出
し
ま
す

が
、
そ
れ
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け

に
な
っ
て
国
民
年
金
基
金
に
入
っ
た

人
が
ど
の
く
ら
い
い
る
か
、
そ
う
い

う
調
査
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
ダ
イ

レ
ク
ト
メ
ー
ル
だ
け
で
入
っ
た
人
の

数
に
く
ら
べ
て
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

と
並
行
し
て
基
金
が
何
ら
か
の
広
報

を
同
時
に
や
る
と
、
加
入
効
果
が
二

倍
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う

テ
レ
ビ
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
等
々

の
全
国
広
報
で
存
在
を
知
っ
て「
ち

ょ
っ
と
良
さ
そ
う
じ
ゃ
な
い
」と
い
う

人
に
対
し
て
、
今
度
は
中
身
を
イ
ン

プ
ッ
ト
す
る
。
さ
ら
に
普
及
・
推
進

担
当
者
が
一
対
一
で
接
触
す
る
。
そ
う

い
う
こ
と
を
う
ま
く
や
れ
れ
ば
よ
い

と
思
い
ま
す
。

中
村
◆
加
入
さ
れ
る
方
の
中
に
は
、

区
役
所
の
窓
口
で
紹
介
さ
れ
た
と

か
、
あ
る
い
は
友
人
・
知
人
か
ら
勧

め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
比
較
的
多
く

あ
り
ま
す
。
私
ど
も
の
基
金
は
国
民

年
金
の
上
乗
せ
で
す
か
ら
、
国
民
年

金
本
体
の
保
険
料
を
払
う
こ
と
が
条

件
で
す
。
や
は
り
本
体
の
ほ
う
の
不

信
、
不
安
感
を
取
り
除
い
て
正
し
く

理
解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

も
い
い
時
期
な
の
で
は
な
い
か
。
う

ち
の
基
金
が
特
殊
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
加
入
員
の
約
半
分
が
掛
金

六
万
五
千
円
か
ら
六
万
八
千
円
の
間

で
す
。
も
う
少
し
上
限
を
上
げ
れ
ば

掛
金
の
額
が
上
が
り
、
節
税
対
策
に

も
効
果
が
出
ま
す
し
、
そ
の
あ
た
り

を
少
し
考
え
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思

い
ま
す
。

中
村
◆
上
限
に
張
り
付
い
て
い
る
と

い
う
、
歯
科
医
師
国
民
年
金
基
金
さ

ん
の
大
変
う
ら
や
ま
し
い
お
話
で

し
た
が（
笑
）、
私
ど
も
地
域
型
の
基

金
で
す
と
、
東
京
都
は
全
国
の
中
で

平
均
掛
金
は
高
い
ほ
う
だ
と
思
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
一
番
高
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
二
万
二
千
円
か

ら
二
万
三
千
円
の
間
で
す
。
そ
う
い

っ
た
意
味
か
ら
限
度
額
の
話
は
出
て

こ
な
い
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
ど
も
も
三
年
ほ
ど

前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
を
行

い
、
一
応
基
金
の
加
入
を
検
討
し
た

け
れ
ど
加
入
に
至
ら
な
か
っ
た
方
の

理
由
を
う
か
が
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、

一
番
の
理
由
は
掛
金
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
運
用
環
境
を
反
映
し
て
、

当
時
と
比
べ
て
掛
金
も
だ
ん
だ
ん
高

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
本
体
の
年

金
を
掛
け
る
の
が
条
件
で
す
か
ら
、

い
ま
で
す
と
お
そ
ら
く
本
体
と
合
わ

せ
て
一
人
最
低
で
も
二
万
五
千
円
ぐ

ら
い
。
ご
夫
婦
で
五
万
円
ぐ
ら
い
に

な
り
ま
す
。
な
か
な
か
所
得
が
上
が

ら
な
い
な
か
で
負
担
感
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
場
で
担

当
し
て
い
る
私
ど
も
の
率
直
な
感
じ

で
す
。

展
し
て
い
な
い
と
い
う
う
ら
み
が
あ

る
わ
け
で
す
。
国
民
年
金
基
金
の
普

及
・
発
展
の
た
め
に
は
、
ま
ず
制
度

の
周
知
・
広
報
が
不
可
欠
で
す
。
制

度
の
周
知
・
広
報
に
つ
い
て
ど
ん
な

こ
と
が
こ
れ
か
ら
必
要
と
お
考
え
に

な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な

広
報
の
仕
方
が
望
ま
し
い
と
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

金
高
◆
否
応
な
く
目
に
入
る
と
い
う

こ
と
か
ら
す
る
と
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
の
広
報
か
と
思
い
ま
す
。
新
聞
折

込
も
一
つ
の
手
だ
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
も
ど
れ
だ
け
見
て
く
れ
る
か
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
や
は
り

電
波
の
力
で
広
報
を
し
て
い
く
と
い

う
の
が
一
番
確
実
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
で
す
と
ど

う
し
て
も
名
簿
が
必
要
に
な
り
ま
す

が
、
職
能
型
で
す
と
名
簿
は
母
体
の

加
入
員
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

母
体
の
会
員
以
外
に
ど
う
や
っ
て
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
か
、
そ
れ
が
い
ま
悩

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
テ
レ
ビ
、ラ

ジ
オ
で
す
と
そ
う
い
う
方
々
も
否
応

な
く
目
に
入
り
ま
す
の
で
、
広
報
と

し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
村
◆
テ
レ
ビ
も
確
か
に
い
い
の
で

す
が
な
か
な
か
コ
ス
ト
が
掛
か
り
ま

し
て（
笑
）。
お
金
を
あ
ま
り
使
わ
な

い
で
で
き
る
広
報
と
い
う
こ
と
で
、

い
ま
私
ど
も
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

を
送
っ
た
時
に
合
わ
せ
、ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
を
送
っ
た
地
域
に
新
聞
の
折

り
込
み
チ
ラ
シ
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
と
合
わ
せ
た
広
報
で

加
入
勧
奨
と
普
及
促
進
を

入
率
よ
り
も
国
民
年
金
基
金
の
加
入

率
の
ほ
う
が
低
い
の
が
現
状
で
す
。

非
常
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
民
間
の
個
人
年
金
の
ほ
う

が
高
い
加
入
率
と
い
う
の
は
、
や
は

り
ま
だ
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
、
私
ど
も
は
こ
の
点
は
努
力

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

金
高
◆
私
ど
も
の
基
金
で
は
、
加
入

対
象
者
を
推
計
し
て
現
在
の
加
入
率

を
見
る
と
、
加
入
対
象
者
に
対
し
て

ま
だ
三
〇
％
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
。

三
割
未
満
と
い
う
の
は
制
度
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
あ

と
は
何
を
打
ち
出
し
て
い
く
か
。
や

は
り
一
番
は
税
制
の
優
遇
措
置
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
千
万
円
の

課
税
所
得
の
人
で
す
と
、
掛
金
の
四

割
ぐ
ら
い
は
軽
減
さ
れ
た
よ
う
な
形

に
な
り
ま
す
。
六
百
万
円
の
人
で
も

三
割
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
う
い
う
点
で

も
か
な
り
入
り
や
す
い
し
、
そ
れ
で

将
来
の
保
障
が
も
ら
え
る
と
い
う
こ

と
で
す
の
で
、
こ
れ
が
一
番
だ
と
思

い
ま
す
。

　

で
は
次
は
何
か
と
い
っ
た
時
に
、

二
番
目
は
や
は
り
自
由
な
設
計
が
で

き
る
こ
と
。
公
的
な
年
金
で
あ
り
な

が
ら
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
が
で
き
る
の

は
、
国
民
年
金
基
金
だ
け
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
上
乗
せ
機
能
は
も
ち
ろ
ん
、

六
五
歳
前
の
つ
な
ぎ
の
年
金
機
能
、

こ
の
二
つ
の
機
能
が
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
の
辺
を
も
う
少
し
強
調
し
て
、
い

つ
か
ら
い
つ
ま
で
ど
の
く
ら
い
欲
し

い
の
か
、
そ
れ
に
応
じ
て
掛
金
を
設

定
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
掛
金
も
、
自

分
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
設
定
で
き

る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

加
藤
◆「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
年
金
」と

い
う
の
は
使
え
そ
う
で
す
ね（
笑
）。

　

次
に
、自
営
業
、な
い
し
は
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
で
は
な
い
自
由
業
の
人
た
ち

の
た
め
の
二
階
部
分
の
年
金
制
度
創

設
の
趣
旨
を
考
え
ま
し
て
、こ
れ
か
ら

の
国
民
年
金
基
金
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
し
た
ら
い
い
の
か
。
ど
ん
な
こ
と

が
望
ま
し
い
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
ご
意
見
、
お
考
え
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
高
◆
企
業
年
金
に
入
っ
て
い
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
自
営
業
の
ご
夫
婦
で

は
、
モ
デ
ル
年
金
等
で
比
較
す
る
と

月
額
で
一
五
～
一
六
万
円
の
差
が
あ

る
。
そ
れ
を
国
民
年
金
基
金
で
埋
め

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
い
ま
う
ち
の
基
金
で
す
と
加

入
す
る
の
が
三
五
歳
ぐ
ら
い
で
す
。

三
五
歳
で
加
入
し
て
掛
金
の
上
限
月

額
六
万
八
千
円
で
セ
ッ
ト
し
て
も
、

一
一
万
か
ら
一
三
万
円
ぐ
ら
い
し
か
積

み
上
が
ら
な
い
。
天
井
が
あ
っ
て
目

一
杯
入
っ
て
も
ま
だ
差
が
で
き
て
し

ま
う
と
い
う
の
が
問
題
と
し
て
あ
り

ま
す
。

　

掛
金
の
上
限
の
六
万
八
千
円
は
い

つ
か
ら
か
と
思
っ
た
ら
、
最
初
か
ら

で
す
。
も
う
二
〇
年
据
え
置
き
に
な

っ
て
い
る
。
も
う
二
〇
年
経
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
そ
の
上
限
の

引
き
上
げ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
っ
て

老
後
目
的
の
貯
蓄
に
は

最
良
の
商
品

加
藤
◆
で
は
、
次
の
話
題
へ
移
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
有
利

な
点
を
持
っ
た
制
度
で
あ
る
の
で
す

が
、
い
ま
ひ
と
つ
十
分
に
普
及
・
発

金高和男氏
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合
、
障
害
基
礎
年
金
も
加
算
す
る
か
。

○
単
身
低
所
得
者
や
夫
婦
、
家
族
と

同
居
を
ど
う
取
り
扱
う
か
。

○
低
所
得
の
基
準
を
ど
う
設
定
す
る

か
。
繰
上
げ
受
給
の
減
額
分
を
ど
う

評
価
す
る
か
。

○
高
所
得
で
あ
る
受
給
者
の
年
金
を

減
額
し
、
世
代
間
の
公
平
を
図
る
べ

き
か
。
現
在
の
受
給
者
も
減
額
の
対

象
と
す
る
か
。

○
年
金
の
給
付
費
の
う
ち
、
国
庫（
税

金
）
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
る
分
で
あ

れ
ば
、
減
額
も
許
容
さ
れ
る
か
。

　

参
考
の
た
め
に
、
事
務
局
は
低
所

得
で
あ
る
年
金
受
給
者
の
現
状
を

報
告
し
た
。
老
齢
基
礎
年
金
等
の
受

給
権
者
の
平
均
年
金
額
は
月
額
五
・

四
万
円
、
老
齢
基
礎
年
金
の
み
の
受

給
権
者
の
平
均
年
金
額
は
月
額
四
・

九
万
円
、
さ
ら
に
繰
上
げ
繰
下
げ
受

給
の
影
響
を
含
め
た
額
で
は
月
額

四
万
円
未
満
で
あ
る
人
が
三
六
・
三

％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
高
所
得

者
に
つ
い
て
は
、
年
金
受
給
者
の
う

ち
年
収
六
〇
〇
万
円
以
上
の
人
が

二・
四
％
、
年
収
一
、〇
〇
〇
万
円
以
上

の
人
が
〇
・
六
％
、年
収
一
、五
〇
〇
万

円
以
上
の
人
は
〇
・二
％
と
い
う
デ
ー

タ
を
紹
介
し
、
年
金
調
整
の
方
策
と

し
て
国
庫
負
担
分
の
減
額
か
課
税
強

化
に
よ
る
負
担
増
な
ど
を
示
し
た
。

　

両
部
会
と
も
、
今
後
月
二
回
程
議

論
し
、
年
内
に
意
見
を
と
り
ま
と
め

る
方
針
だ
。

改
革
案
の
う
ち
、
最
低
保
障
機
能
の

強
化（
受
給
資
格
期
間
の
短
縮
・
低

所
得
者
等
へ
の
加
算
）、
高
所
得
者
の

年
金
額
の
調
整
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

　

受
給
資
格
期
間
を
短
縮
す
る
場
合

員
と
の
人
間
関
係
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」（
同
四
五
・
〇
ポ
イ
ン
ト
、
同

四
四
・
七
ポ
イ
ン
ト
）
な
ど
で
、
両
者

と
も
に
満
足
度
が
低
い
の
は「
賃
金
」

（
同
八
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
同
五
・一
ポ
イ

ン
ト
）、「
教
育
訓
練
・
能
力
開
発
の
あ

り
方
」（
同
一
二・
九
ポ
イ
ン
ト
、
同
二・

六
ポ
イ
ン
ト
）、「
人
事
評
価
・
処
遇

の
あ
り
方
」（
同
一
三・
七
ポ
イ
ン
ト
、

同
一
五
・
七
ポ
イ
ン
ト
）な
ど
。

　

正
社
員
と
正
社
員
以
外
の
労
働

者
を
比
較
す
る
と
、
正
社
員
の
方
が

満
足
度
が
高
い
の
は「
雇
用
の
安
定

性
」、「
福
利
厚
生
」、「
教
育
訓
練
・
能

力
開
発
の
あ
り
方
」な
ど
で
、
逆
に
正

社
員
以
外
の
労
働
者
の
方
が
満
足
度

が
高
い
の
は「
労
働
時
間
・
休
日
等

の
労
働
条
件
」、「
正
社
員
以
外
の
労

働
者
と
の
人
間
関
係
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」な
ど
。

　
「
職
業
生
活
全
体
」で
み
る
と
、
正

社
員
が
三
三・
七
ポ
イ
ン
ト
、
正
社
員

以
外
の
労
働
者
が
二
四
・二
ポ
イ
ン
ト

と
正
社
員
の
方
が
満
足
度
は
高
く
な

っ
て
い
る
。

る
と
、「
良
質
な
人
材
の
確
保
」
が

五
〇
・
八
％
（
五
一・
四
％
）、「
仕
事

に
対
す
る
責
任
感
」
が
五
〇
・
五
％

（
四
八
・
三
％
）、「
仕
事
に
対
す
る
向

上
意
欲
」が
三
八
・
四
％（
三
七
・
五
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

各
種
制
度
の
適
用
状
況（
複
数
回

答
）
は
、
正
社
員
で
は
す
べ
て
の
項

目
で
低
下
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
で
は「
雇
用
保
険
」
が

五
八
・
四
％
（
五
五
・
五
％
）、
契
約
社

員
で
は「
福
利
厚
生
施
設
等
の
利
用
」

が
五
〇
・一
％
（
四
七
・
四
％
）、
嘱
託

社
員
で
は「
福
利
厚
生
施
設
等
の
利

用
」
が
五
〇
・
八
％
（
四
八
・
〇
％
）、

派
遣
労
働
者
で
は「
社
内
教
育
訓
練
」

が
三
一・
〇
％
（
二
八
・
八
％
）な
ど
が

上
昇
し
た
。

　

現
在
の
就
業
形
態
を
選
ん
だ
理
由

を
み
る
と
、「
自
分
の
都
合
の
よ
い

時
間
に
働
け
る
か
ら
」が
三
八
・
八
％

の
主
な
論
点
と
し
て
、「
新
た
な
受
給

資
格
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
は
適
当

か
。短
縮
す
る
場
合
、何
年
と
す
る
こ

と
が
妥
当
か
」「
現
在
、無
年
金
で
あ
る

人
を
対
象
に
行
う
こ
と
が
適
当
か
」

「
受
給
資
格
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
、

年
金
額
が
低
い
人
を
生
み
出
す
こ
と

を
ど
う
考
え
る
か
」「
納
付
意
欲
へ
の

影
響
を
ど
う
考
え
る
か
。
低
所
得
者

へ
の
加
算
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る

か
」が
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
等
へ
の
加
算
や

高
所
得
者
の
年
金
調
整
に
関
す
る
主

な
論
点
は
次
の
と
お
り
。

○
ど
の
程
度
の
加
算
額
と
す
る
か
。

定
額
か
定
率
か
。

○
低
所
得
者
へ
の
加
算
を
行
う
場

　

八
月
二
六
日
の
初
会
合【
六
二
八

号
一
面
に
関
連
記
事
】に
引
き
続
き
、

九
月
一
三
日
に
行
わ
れ
た
二
回
目
の

会
合
で
は
、社
会
保
障
・
税
一
体
改
革

成
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
年
金
制
度
の

比
較
的
高
い
。

　

正
社
員
、
正
社
員
以
外
の
労
働

者
と
も
に
満
足
度
が
高
い
の
は「
仕

事
の
内
容
・
や
り
が
い
」（
正
社
員

五
六
・
七
ポ
イ
ン
ト
、
正
社
員
以
外
の

労
働
者
五
七
・一
ポ
イ
ン
ト
）、「
正
社

　

適
用
拡
大
後
に
企
業
が
事
業
主
負

担
を
抑
え
る
た
め
、
雇
用
を
抑
制
し

た
り
新
た
な
基
準
以
下
の
就
業
を
求

め
な
い
か
、
新
た
な
基
準
以
下
の
就

業
者
が
出
な
い
か
、
パ
ー
ト
労
働
者

の
給
与
等
に
与
え
る
影
響
な
ど
に
も

配
慮
す
る
。

③
パ
ー
ト
労
働
者
が
多
く
就
業
す
る

企
業
へ
の
影
響　

企
業
規
模
や
業
種

に
よ
る
取
り
扱
い
の
差
異
を
設
け
る

か
、
事
業
主
負
担
の
激
変
緩
和
措
置

が
必
要
か
、
な
ど
を
検
討
す
る
。

④
そ
の
他
の
論
点　

厚
生
年
金
の
標

準
報
酬
の
上
下
限
や
第
三
号
被
保
険

者
・
被
扶
養
者
の
認
定
基
準
で
あ
る

一
三
〇
万
円
の
見
直
し
、
他
の
非
正

規
雇
用
関
係
施
策
と
の
整
合
性
な
ど

も
検
討
す
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
は「
賃
金
以

外
の
労
務
コ
ス
ト
の
節
約
の
た
め
」、

「
賃
金
の
節
約
の
た
め
」、「
景
気
変

動
に
応
じ
て
雇
用
量
を
調
整
す
る
た

め
」な
ど
の
割
合
が
上
昇
し
て
い
る
。

　

活
用
す
る
上
で
の
問
題
点
を
み

（
四
二・
〇
％
）、「
家
計
の
補
助
、
学

費
等
を
得
た
い
か
ら
」が
三
三・
二
％

（
三
四
・
八
％
）と
な
っ
て
い
る
。

　

就
業
形
態
別
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
で
は「
自
分
の
都
合
の
よ

い
時
間
に
働
け
る
か
ら
」が
五
〇
・
二

％
、派
遣
労
働
者
で
は「
正
社
員
と
し

て
働
け
る
会
社
が
な
か
っ
た
か
ら
」

が
四
四
・
九
％
、
契
約
社
員
で
は「
専

門
的
な
資
格
・
技
能
を
活
か
せ
る
か

ら
」
が
四
一・
〇
％
と
も
っ
と
も
高
い

割
合
と
な
っ
て
い
る（
グ
ラ
フ
２
）。

　

年
齢
階
級
別
に
は
、
す
べ
て
の
年

齢
階
級
で「
自
分
の
都
合
の
よ
い
時

間
に
働
け
る
か
ら
」
が
高
い
割
合
と

な
っ
て
い
る
が
、一
〇
～
二
〇
代
前
半

で
は
男
女
と
も
に「
自
分
で
自
由
に

使
え
る
お
金
を
得
た
い
か
ら
」、
二
〇

代
後
半
～
五
〇
代
後
半
の
男
で
は

「
正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な

か
っ
た
か
ら
」、一
〇
代
の
男
と
三
〇

代
後
半
～
五
〇
代
の
女
で
は「
家
計

の
補
助
、
学
資
等
を
得
た
い
か
ら
」、

六
〇
代
の
男
で
は「
専
門
的
な
資
格
・

技
能
を
活
か
せ
る
か
ら
」の
割
合
が

　

九
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
初
会
合

の
検
討
課
題
は
、
厚
生
年
金
に
と
ど

ま
ら
ず
健
康
保
険
も
含
め
た
社
会
保

険
の
適
用
拡
大
。
健
康
保
険
に
お
け

る
適
用
拡
大
に
向
け
た
本
格
的
な
議

論
は
こ
れ
が
初
め
て
と
な
る
。
こ
の

日
、
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
特
別
部

会
で
の
主
な
論
点
の
四
つ
は
、
次
の

と
お
り
。

①
厚
生
年
金
・
健
康
保
険
の
適
用
対

　

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報

部
は
、
平
成
二
二
年
就
業
形
態
の
多

様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
の
概

況
を
と
り
ま
と
め
た
。

　

就
業
形
態
別
に
労
働
者
の
割
合

を
み
る
と
、
正
社
員
が
六
一・
三
％

（
六
二・二
％
。
以
下
カ
ッ
コ
内
は
前
回

実
施
し
た
平
成
一
九
年
調
査
割
合
）、

正
社
員
以
外
の
労
働
者
が
三
八
・
七

％
（
三
七
・
八
％
）
と
な
っ
た
。
正
社

員
以
外
の
労
働
者
で
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
が
二
二・
九
％
（
二
二・
五

％
）、
契
約
社
員
が
三・
五
％
（
二・
八

％
）、
派
遣
労
働
者
が
三・
〇
％
（
四
・

七
％
）
と
、
派
遣
労
働
者
の
割
合
が

低
下
す
る
一
方
、
契
約
社
員
、
嘱
託
社

員
の
割
合
は
前
回
調
査
と
比
べ
、
上

昇
し
た
。

象
と
な
る
人
の
範
囲　

一
体
改
革
案

で
示
さ
れ
た
週
の
労
働
時
間
を
雇

用
保
険
と
同
様
に
二
〇
時
間
と
す
る

か
、
雇
用
保
険
の
適
用
要
件
に
あ
る

三
一
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
の
考
え

方
、
家
計
を
補
助
す
る
た
め
の
パ
ー

ト
労
働
者
や
学
生
、
受
給
資
格
を
満

た
す
六
〇
歳
以
上
の
パ
ー
ト
労
働
者

の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。

②
パ
ー
ト
労
働
者
の
雇
用
へ
の
影
響

　
　

　

正
社
員
以
外
の
労
働
者
の
活
用

理
由
は
、「
賃
金
の
節
約
の
た
め
」が

四
三・
八
％
（
四
〇
・
八
％
）、「
一
日
、

週
の
中
の
仕
事
の
繁
閑
に
対
応
す
る

た
め
」三
三・
九
％
（
三
一・
八
％
）、「
賃

金
以
外
の
労
務
コ
ス
ト
の
節
約
の
た

め
」二
七
・
四
％
（
二
一・一
％
）
の
順

と
な
っ
て
い
る（
グ
ラ
フ
１
）。
前
回

調
査
と
比
較
す
る
と「
正
社
員
を
確

保
で
き
な
い
た
め
」が
低
下
し
、「
賃

金
以
外
の
労
務
コ
ス
ト
の
節
約
の
た

め
」、「
高
年
齢
者
の
再
雇
用
対
策
の

た
め
」
な
ど
が
上
昇
。
契
約
社
員
で

は「
正
社
員
を
重
要
業
務
に
特
化
さ

せ
る
た
め
」
な
ど
が
上
昇
。
派
遣
労

働
者
で
は「
正
社
員
を
確
保
で
き
な

い
た
め
」
が
低
下
す
る
一
方
、「
専
門

的
業
務
に
対
応
す
る
た
め
」が
上
昇
。

13

社
会
保
障
審
議
会
レ
ポ
ー
ト

平
成
二
二
年
就
業
形
態
の

多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査

短
時
間
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
適
用
等
に
関
す
る
特
別
部
会

厚
生
年
金
・
健
康
保
険
の
社
会
保
険
の
適
用
拡
大
を
検
討

年
金
部
会

最
低
保
障
機
能
の
強
化
と
高
所
得
者
の
年
金
額
の
調
整
を
議
論

正
社
員
以
外
の
労
働
者
が

三
八・七
％
と
過
去
最
大

正
社
員
以
外
の
労
働
者
を

活
用
す
る
理
由

活
用
上
の
問
題
点

各
種
制
度
の
適
用
状
況

仕
事
に
対
す
る
意
識

現
在
の
職
場
で
の
満
足
度

●グラフ2　主な就業形態の現在の就業形態を選んだ理由（労働者割合、複数回答３つまで）
（各就業形態の労働者のうち、回答があった労働者＝100）

自分の都合の
よい時間に
働けるから

家計の補助、
学費等を
得たいから

通勤時間が
短いから

家庭の事情
（家事・育児・介
護等）や他の
活動（趣味・学
習等）と両立
しやすいから

正社員として
働ける会社が
なかったから

自分で自由に
使えるお金を
得たいから

専門的な
資格・技能を
活かせるから

勤務時間や
労働日数が
短いから
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●グラフ1　正社員以外の労働者の活用理由

平成22年
平成19年

賃金の節約のため

1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため

賃金以外の労務コストの節約のため

即戦力・能力のある人材を確保するため

専門的業務に対応するため

高年齢者の再雇用対策のため

景気変動に応じて雇用量を調整するため

長い営業（操業）時間に対応するため

臨時・季節的業務量の変化に対応するため

正社員を確保できないため

正社員を重要業務に特化させるため

正社員の育児・介護休業対策の代替のため

その他
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厚
生
労
働
省
は
、
持
続
可
能
な

社
会
保
障
を
実
現
す
る
た
め
に
は

国
民
的
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る

が
、
社
会
保
障
制
度
を
体
系
的
に

学
ぶ
機
会
な
ど
が
十
分
に
確
保
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
社
会
保
障
に

関
す
る
教
育
推
進
に
つ
い
て
検
討

す
る
た
め
、
昨
年
、「
社
会
保
障
に

関
す
る
教
育
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
」
を
設
置
し
た
。
こ
の
こ

と
は
大
変
重
要
で
あ
り
、
い
つ
ま

で
も
検
討
し
て
い
な
い
で
早
急
に

具
体
的
な
事
業
に
着
手
し
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
年
金
制
度
は
、マ
ス
コ
ミ
や

評
論
家
が
制
度
を
正
し
く
理
解
し

な
い
ま
ま
無
責
任
な
報
道
、解
説
で

国
民
の「
年
金
不
安
」を
煽
っ
て
い

る
事
実
が
あ
る
。ま
た
、ひ
と
と
き

世
間
を
騒
が
し
た「
事
業
仕
分
け
」

で「
年
金
に
関
す
る
広
報
・
教
育
の

必
要
性
は
認
め
る
が
、
現
状
は
場

当
た
り
的
」
と
コ
メ
ン
ト
し
、「
事

業
廃
止
」と
し
た
経
緯
が
あ
る
。

　

毎
年
、
国
民
年
金
の
納
付
率
が

下
が
り
続
け
て
い
る
と
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
市
場
化

テ
ス
ト
の
実
績
の
低
迷
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

　

一
軒
一
軒
、
ご
家
庭
を
訪
問
し
、

納
付
の
勧
奨
を
行
っ
て
い
た
国
民

年
金
推
進
員
を
廃
止
し
て
、
市
場

化
テ
ス
ト
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で

す
が
、失
敗
だ
っ
た
こ
と
を
、実
績

低
迷
と
い
う
表
現
で
す
が
、
厚
生

労
働
省
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ

て
い
ま
す
。

　

先
日
、無
料
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

覗
い
て
き
ま
し
た
。厚
生
労
働
省
、

財
務
省
の
枠
を
超
え
横
断
的
な
役

割
再
構
築
の
必
要
性
や
社
会
保
障

制
度
の
非
効
率
、
不
合
理
の
ツ
ケ

を
消
費
税
増
税
論
へ
と
安
易
に
転

化
す
る
懸
念
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

年
金
で
は
、
非
正
規
労
働
者
の

増
加
に
伴
う
制
度
の
空
洞
化（
便

利
な
表
現
で
す
ね
）、
第
三
号
被

保
険
者
の
扱
い
な
ど
が
、
社
会
保

障
の
不
平
等
、
格
差
の
解
消
の
論

　
『
年
金
広
報
』
の
紙
面
で
は
、
こ

れ
ま
で
に
何
度
か
地
域
型
年
金
委

員
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

は
活
動
の
様
子
が
紙
面
に
紹
介
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
年
金
委
員
の
活
動
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
は
、「
年
金
委
員
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
」
の
な
か
で「
年
金
委
員
の

活
動
事
例
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、「
地
域
型
年
金
委

員
の
活
動
」と
し
て「
地
域
単
位
で

の
活
動
」
や「
個
人
で
の
活
動
」
が

た
く
さ
ん
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
本
当
に
こ
れ
だ
け
の
活

動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

私
は
都
内
に
在
住
し
て
い
る

自
営
業
者
で
す
が
、
少
な
く
と
も

私
の
住
む
地
域
に
は
、
年
金
委
員

編集部に寄せられた 　年金広報編集部には、読者のみなさまからメールを通
してさまざまな「声」が寄せられています。今号では、
寄せられたご意見の一部をご紹介します。

編集部では今後もみなさまのご意見を募集しております。
『年金に思う』への投稿は 400 字以内で koho08@nenkin.or.jp 
まで、お寄せください。

議
の
中
で
語
ら
れ
、
い
ず
れ
も
興

味
深
く
聞
い
て
参
り
ま
し
た
。
世

代
間
格
差
の
み
な
ら
ず
、
世
代
内

格
差
、
働
く
女
性
の
立
場
の
議
論

な
ど
は
、
も
っ
と
深
ま
っ
て
い
け

ば
と
感
じ
ま
し
た
。
今
の
時
代
を

共
に
暮
ら
し
、
将
来
の
人
た
ち
に

安
定
と
希
望
を
繋
げ
る
よ
う
な

「
改
革
」
を
進
め
る
た
め
に
、
急
が

ね
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
方
策
、

施
策
の
実
施
及
び
広
い
合
意
の
形

成
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

（
地
域
型
年
金
委
員
）と
呼
ば
れ
る

人
の
存
在
す
ら
耳
に
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
も
以
前
は
民
間
企
業
に
勤
め

て
い
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
企
業

に
勤
め
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

は
年
金
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保

険
の
情
報
は
比
較
的
入
手
し
や

す
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
自
営
業
者
と
な
る
と
、
同
業

者
や
地
域
の
人
た
ち
か
ら
の
情
報

に
偏
り
が
ち
と
な
り
ま
す
。
年
金

を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
険
の
身

近
な
情
報
を
一
番
必
要
と
し
て
い

る
の
は
私
た
ち
自
営
業
者
だ
と
思

い
ま
す
。

　

地
域
の
人
た
ち
に
身
近
な
年
金

の
情
報
提
供
を
す
る
た
め
に
も
、

地
域
型
年
金
委
員
の
活
動
を
も
っ

と
積
極
的
に
展
開
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

（
都
内
在
住
の
自
営
業
者
）

『年金に思う』

　

厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
に
は
、
こ

れ
ま
で
の
年
金
教
育
は
平
成
三
年

か
ら
動
き
が
あ
り
平
成
六
年
か
ら

は
年
金
教
育
を
実
施
し
、
全
国
の

中
・
高
校
の
教
員
を
対
象
と
し
た

年
金
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
割
合
が

六
七
％
を
超
え
る
実
績
も
あ
る
。

県
教
育
局
、市
町
村
教
育
委
員
会
、

各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
、
年
金

教
育
推
進
員
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ

る「
年
金
教
育
推
進
協
議
会
」が
設

置
さ
れ
、
年
金
教
育
実
施
の
手
順

に
基
づ
い
て
効
果
的
な
年
金
教
育

を
推
進
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で

あ
る
。
こ
れ
を「
場
当
た
り
的
」
と

切
り
捨
て
た
民
主
党
の
考
え
方
に

理
解
に
苦
し
む
の
は
私
ば
か
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

年
金
教
育
を「
教
育
推
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
で
検
討
す
る

の
も
良
い
け
ど
、
こ
れ
ま
で
の
ノ

ウ
ハ
ウ
も
あ
る
の
だ
か
ら
直
ぐ
に

で
も「
年
金
教
育
」を
始
め
て
も
良

い
の
で
は
な
い
か
。　

 

（
元
教
員
）

　

テ
ス
ト
は
失
敗
だ
っ
た
の
で
す

か
ら
、前
に
戻
っ
て
推
進
員
制
度
を

復
活
さ
せ
る
こ
と
は
、で
き
ま
せ
ん

か
。も
っ
と
言
え
ば
、市
区
町
村
で

国
民
年
金
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
し
て
い

た
方
法
に
戻
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

た
だ
、
目
先
の
コ
ス
ト
に
と
ら

わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
成
果
が
な

い
テ
ス
ト
を
続
け
て
い
る
の
は
、

無
駄
で
あ
る
と
思
う
の
は
、
私
だ

け
で
し
ょ
う
か
。

　

学
生
は
テ
ス
ト
の
結
果
が
悪
い

と
進
級
で
き
な
い
の
で
す
よ
。

（
東
京
都　

団
体
職
員
）

「
税・社
会
保
障
改
革
」シ
ン
ポ
に
出
席
し
て

地
域
型
年
金
委
員
の
活
動
は
？

市
場
化
テ
ス
ト
、
失
敗
で
し
た
ね

年
金
の
理
解
は
若
い
人
の『
年
金
教
育
』か
ら

　わが国の国民年金制度を充実発展させることを目的として、公共団体、農林漁業団体、中小企業団体及び
各界有志の賛同を得て昭和34年設立された社団法人日本国民年金協会が毎月発行する年金に関する情報誌が
「年金広報」です。
　創刊号は、岸信介（自由民主党総裁）、鈴木茂三郎（日本社会党委員長）、坂田道太（厚生大臣）の各氏のお
祝いの言葉を掲載し、昭和34年２月「国民年金弘報」として船出しました。それから52年間、平成22年１月
からは「年金広報」と題字を変更、カラー印刷にし、この10月号で629号になります。
　紙面は、年金制度に関するニュース、市区町村長のインタビュー、市区町村の国民年金のご担当者の取組
み、日本年金機構、年金事務所の取組み、市区町村の広報誌（紙）掲載用の情報など、これからも年金情報誌
として内容を充実し提供してまいりますので宜しくお願いします。

「年金広報」は、
国民年金制度と共に歩んで52 歳です

ご購読の申し込みは、電話03-3265-2885、ファックス03-3265-2894、
Ｅ-mail  koho08@nenkin.or.jp  まで、年間購読料1,890円（税込・送料共）です。
お待ち申し上げております。

日
本
年
金
機
構
が
始
動
「
電
話
３
コ
ル
以
内
」

「
来
所
お
待
た
せ
30
分
以
内
」等
を
表
明

Topics

月
７

ら
か
日

月

島
の
つ
７
の
海
内
戸
瀬
と
辺
周
港
松

い
催
開
を
０
１
０
２
祭
術
芸
際
国
内
戸

品
作
な
う
よ
る
き
で
感
体
を
ど
な
活
生

を
力
魅
の
海
内
戸
瀬
て
し
通
を
ど
な
築

て
し
通
を
ト
ン
ベ
イ
た
得
を
加
参
の

戻
り
取
を
力
活
び
再
に
活
生
の
々
島

ろ
図
を
化
性
活
の
島
も
後
了
終
祭
術
芸

画
計
も
ど
な
ム
ラ
グ
ロ
プ
む
し
楽
を
街

に
祭
術
芸
際
国
内
戸
瀬
と
ル

”
非
是

“お

発行所  社団法人日本国民年金協会
　　　  編集発行人　河野　暁
〒102 0093　東京都千代田区平河町2 5 5
TEL. 03 3265 2885  FAX. 03 3265 2894
http://www.nenkin.or.jp
振替  東京00190 2 77193
年間購読料 1,890円（税込・送料共）
（昭和34年3月30日第3種郵便物認可）
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瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭

２
０
１
０
の
開
催

Vol.608

　

金
年
本
日
た
し
足
発
に
日
一
月
一

の
金
年
「
が
長
事
理
孝
陸
紀
は
で
式

ニ
の
民
国
が
構
機
金
年
本
日
「
は
相

の
へ
様
客
お
「
の
め
た
す
戻
り
取
を

束
約
お

10

四
（
た
し
表
発
を
」
条
か

の
策
化
速
迅
復
回
録
記

る
ま
と
ま
準
基
新　

正
訂
及
遡
な
切
適
不
の
酬
報
準
標

記
る
あ
の
性
能
可
た
れ
わ
行
が
理
処

万
九
・
六
約
た
れ
さ
出
抽
て
し
と
録

の
ら
か
員
業
従
る
す
関
に
録
記
の
件

ま
が
庁
険
保
会
社
を
準
基
新
る
図
を　

日
五
二
月
二
一
年
昨
は
で
準
基
新

場
る
す
当
該
に
か
れ
ず
い
の
次
り
よ

行
を
復
回
録
記
で
階
段
の
所
務
事
金　

主
業
事
（
人
法
該
当
が
人
立
申
①

主
業
事
②
る
あ
で
員
役
の
）
む
含
を

等
げ
下
き
引
の
額
月
酬
報
準
標
ら
か

準
標
③
る
き
で
認
確
を
と
こ
た
い
て

記
の
日
失
喪
格
資
は
た
ま
額
月
酬
報

記
の
日
失
喪
格
資
や
理
処
正
訂
の
録

た
し
即
に
実
事
が
等
理
処
力
入
の
録

る
き
で
認
確
が
性
能
可
る
あ
で
の
も

か
臣
大
務
総
に
で
す
が
容
内
立
申
④

定
決
と
る
あ
で
要
不
が
復
回
録
記
ら

て
立
申
再
の
て
い
つ
に
案
事
た
れ
さ

の
便
別
特
ん
き
ん
ね

り
残
認
確
録
記

９０

件
万

　

を
務
業
る
す
関
に
題
問
録
記
金
年

取
の
で
ま
れ
こ
の
題
問
録
記
金
年
「

た
い
て
し
と
と
こ
る
す
理
処
に
中
年

に
か
ら
明
に
日
八
二
月
二
一
年
昨
を　

あ
正
訂
「
の
便
別
特
ん
き
ん
ね

一
二
成
平
は
業
作
認
確
の
答
回
」
り

ら
知
お
の
酬
報
準
標
る
す
対
に
者

し
付
送
を
件
万
〇
一
に
月
二
一
年

れ
が
継
き
引
に
構
機
金
年
本
日
は
務

会
部
価
評
構
機
金
年
本
日

催
開
合
会
回
２
第
・
合
会
初　

臣
大
働
労
生
厚
を
ど
な
標
目
業
事

日
「
会
議
審
障
保
会
社
る
す
申
答
に

合
会
初
の
」
会
部
価
評
構
機
金
年
本

産
こ
ば
た
本
日
彦
勝
田
本
に
長
会
部

が
授
教
学
大
業
工
京
東
昭
永
山
大
に　

月
三
年
六
二
ら
か
月
一
年
二
二
成
平

に
相
労
厚
妻
長
を
標
目
期
中
の
で
ま

と
標
目
期
中
が
ど
な
保
確
性
明
透
の　

会
回
二
第
の
日
一
二
月
二
一
年
昨

向
傾
下
低
「
は
て
い
つ
に
率
付
納
の

新年あけまして
おめでとうございます
会員各位のますますのご繁栄をお
祈り申し上げます。
本紙は今号から『年金広報』に生
まれ変わりました。今後とも公的
年金の総合情報紙としてご愛読
賜りますようお願い申し上げます。

2010年　元旦

社団法人 日本国民年金協会　
  理事長　阿部　恂

  職員一同

■ご購読のお申し込み　日本国民
年金協会までお願いいたします。
毎月５日発行／年間購読料1,890円
（税・送料込）
■TEL　03（3265）2885
■FAX　03（3265）2894
■E-mail　koho08@nenkin.or.jp
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北海道厚岸町の初日の出

Voice & Voice 瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局（http://setouchi-artfest.jp）
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A4判/24頁カラー   定価：189円円（本体180円＋税）
監修： 鈴木 俊男（昭和女子大学講師・一級建築士）

高橋  洋  （ＮＰＯ法人 災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード理事）

〒101-0047 東京都千代田区内神田 ２-５-３ 児谷ビル 
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いつ起きるかわからない、
いつ起きてもおかしくない。
“その時”に備えて─

地震に備えるポイントが１冊でわかるパンフレット

地震に備える ●平成23年5月発行

地震が起きる前に日頃からこころえておくべき準備から、地震が起
きた時に安全に避難するための方法や応急手当・救命手当、住まい
の防災まで、地震に備えるポイントを網羅しています。 

   
地域住民のための防災対策    
パンフレット＆リーフレット    

   

テーマごとにコンパクトにまとめたリーフレット 

災害のとき！ 
あなたの助けが 
必要な人がいます。
災害時要援護者を守るため
に、日頃の地域交流のあり
方や災害時に要援護者を支
援するポイントを解説。 

グラッときたとき！ 
あなたの家の家具は
倒れませんか？ 
大地震の時の家具類の転倒・
落下を防止するための、自
分でできる対策や安心度を
高める一工夫などを解説。

イザというとき！ 
覚えておきたい 
応急手当と救命手当 
けがや心肺停止などの急病
に対して、病院で治療を受
ける前に施しておきたい応
急手当・救命手当を図解。 

A4判/4頁カラー
定価：42円（本体40円＋税）
監修：高橋  洋 （ＮＰＯ法人  災害福祉広域

支援ネットワーク・サンダーバード理事） 

＊＊名称刷込み（スミ１色）をご希望の場合は、21,000円（税込）で申し受けます。  

ご注文・お問い合わせは─ 

年友企画（株）

Q
．�現
在
の
厚
生
年
金
保
険

の
総
報
酬
制
の
仕
組
み

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ

さ
い
。

総
報
酬
制
の
導
入
の
背
景

　

総
報
酬
制
は
、
平
成
一
二
年
の
年

金
制
度
改
正
の
際
に
導
入
さ
れ
、
平

成
一
五
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
制

度
で
す
。

　

総
報
酬
制
導
入
前
は
、
厚
生
年
金

保
険
の
保
険
料
は
報
酬
月
額（
月
給
）

に
対
し
て
の
み
賦
課
さ
れ
、
賞
与
等

に
つ
い
て
は
、特
別
保
険
料
（
一
％
）

と
し
て
別
立
て
で
徴
収
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
賞
与
か
ら
わ
ず

か
し
か
保
険
料
を
徴
収
し
な
い
仕
組

み
の
も
と
で
は
、
同
じ
年
収
で
あ
っ

て
も
賞
与
が
多
い
人
ほ
ど
保
険
料
負

担
が
少
な
く
、
賞
与
が
少
な
い
人
ほ

ど
保
険
料
負
担
が
多
く
な
る
と
い
う

事
態
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
給
付
面
に
お
い
て
は
、
特

別
保
険
料
は
給
付
に
は
反
映
さ
れ

ず
、
在
職
老
齢
年
金
の
仕
組
み
で
も

月
給
の
み
に
よ
っ
て
在
職
中
の
支
給

停
止
額
を
計
算
し
て
い
た
た
め
に
、

同
一
の
年
収
の
年
金
受
給
者
で
も
、

賞
与
が
年
収
に
占
め
る
割
合
の
違
い

に
よ
り
支
給
停
止
額
の
違
い
が
発
生

し
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
一
二
年
の
年
金
制
度
改
正
で

は
、
将
来
、
年
金
の
保
険
料
負
担
が

15

Ｑ
．�第
三
号
被
保
険
者
の

認
定
の
基
準
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
か
。

　

第
二
号
被
保
険
者
の
被
扶
養
配
偶

者
で
、
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の

人
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
人

を
含
め
て
、
第
三
号
被
保
険
者
と
な

り
ま
す
。
第
三
号
被
保
険
者
の
保
険

料
は
、
配
偶
者
が
加
入
し
て
い
る
被

用
者
年
金
制
度
か
ら
国
民
年
金
制
度

に
対
し
て
、
拠
出
金
と
し
て
拠
出
さ

れ
ま
す
の
で
、
個
別
に
納
付
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
第
二
号
被
保
険
者
の
配
偶

者
で
も
、
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
配
偶

者
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
妻
自
身
が

自
営
業
を
営
ん
で
い
て
相
当
の
収
入

の
あ
る
場
合
は
、
第
一
号
被
保
険
者

と
な
り
ま
す
。
被
扶
養
配
偶
者
で
あ

る
か
ど
う
か
の
認
定
の
基
準
は
、
健

康
保
険
等
の
被
扶
養
者
の
取
扱
い
を

勘
案
し
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

第
二
号
被
保
険
者
と
同
一
世
帯
に

属
し
て
い
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
配
偶
者
を
原
則
と
し

て
被
扶
養
配
偶
者
と
し
ま
す
。
た
だ

し
、
認
定
対
象
者
が
農
業
者
で
あ
る

場
合
等
、
認
定
対
象
者
の
職
業
、
生

活
実
態
を
勘
案
す
れ
ば
被
扶
養
配
偶

者
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
実
態
と
著

し
く
か
け
離
れ
、
か
つ
、
社
会
通
念

上
妥
当
性
を
欠
く
場
合
は
、
そ
の
具

体
的
事
情
に
照
ら
し
て
最
も
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
認
定
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

①
認
定
対
象
者
の
年
間
収
入
（
失

業
給
付
金
、
年
金
等
の
収
入
を
含
み

ま
す
）
が
一
三
〇
万
円
未
満
（
障
害

厚
生
年
金
を
受
け
ら
れ
る
程
度
の
障

害
者
の
場
合
は
一
八
〇
万
円
未
満
）

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
第
二
号
被
保
険

者
の
年
間
収
入
の
二
分
の
一
未
満
で

あ
る
こ
と
。

　

②
右
の
要
件
に
該
当
し
な
く
て

も
、
認
定
対
象
者
の
年
間
収
入
が
一

三
〇
万
円
未
満
（
障
害
者
は
一
八
〇

万
円
未
満
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
第

二
号
被
保
険
者
の
年
間
収
入
を
上
回

ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
世
帯
の
生

計
の
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

第
二
号
被
保
険
者
が
そ
の
世
帯
の
生

計
維
持
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
第
二
号
被
保
険
者
と
同
一

世
帯
に
属
し
て
い
な
い
場
合
認
定
対

象
者
の
年
間
収
入
が
一
三
〇
万
円
未

満
（
障
害
者
は
一
八
〇
万
円
未
満
）

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
第
二
号
被
保
険

者
か
ら
の
援
助
に
よ
る
収
入
額
よ
り

少
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
被

扶
養
配
偶
者
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
認
定
基
準
の
実
際
の

運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
認
定
対
象
者

が
健
康
保
険
、
船
員
保
険
や
共
済
組

合
等
の
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ

て
い
る
場
合
等
は
、
こ
れ
を
尊
重
し

て
認
定
さ
れ
ま
す
。

＊�「
国
民
年
金
よ
く
あ
る
質
問
」は
、

当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す（http://www.nenkin.

or.jp/emember/faq_box/

）。会
員

の
み
な
さ
ま
向
け
で
あ
る
こ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
内
容
を
更
新

し
て
、順
次
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
避
で
あ

る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
た
だ
け

に
、
こ
の
よ
う
な
不
公
平
を
で
き
る

か
ぎ
り
解
消
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
総
報

酬
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

賞
与
の
実
態
に
つ
い
て
見
て
み
る

と
、
賞
与
は
臨
時
的
な
も
の
と
し
て

の
性
格
が
薄
れ
、
報
酬
の
一
部
と
し

て
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
定
着
し
て
お

り
、
総
収
入
に
占
め
る
割
合
も
増
加

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
月
給
と
賞

与
と
の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
給
与

水
準
の
高
い
事
業
所
ほ
ど
賞
与
の
割

合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し

て
、
給
与
水
準
の
高
い
企
業
の
従
業

員
ほ
ど
年
収
に
占
め
る
保
険
料
負
担

の
割
合
が
低
い
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
な
不
公
平
を
解
消
す
る

た
め
に
、
賞
与
等
に
対
し
て
も
保
険

料
賦
課
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
総
報

酬
制
を
導
入
す
る
理
由
と
な
り
ま
し

た
。
総
報
酬
制
の
も
と
で
は
、
賞
与

等
も
保
険
料
の
賦
課
対
象
に
な
る
と

と
も
に
、
給
付
に
も
反
映
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

総
報
酬
制
の
導
入
に
あ
た
っ
て
留

意
さ
れ
た
点
は
、
ま
ず
第
一
は
、
保

険
料
の
賦
課
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
た

め
、
全
体
の
保
険
料
負
担
に
変
化
が

生
じ
な
い
よ
う
、
保
険
料
率
の
引
下

げ
を
行
う
こ
と
、
第
二
は
、
総
報
酬

制
導
入
前
の
給
付
乗
率
の
ま
ま
で

は
、
一
律
に
年
金
額
が
上
昇
し
て
し

ま
う
た
め
、
給
付
乗
率
の
引
下
げ
を

行
う
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
し
た
。

保
険
料
負
担
の
調
整

　

被
用
者
年
金
制
度
の
全
加
入
者
の

月
収
に
対
す
る
平
均
賞
与
支
給
割
合

を
見
る
と
、
月
収
の
総
額
を
一
と
し

た
場
合
、
平
均
的
な
賞
与
総
額
の
割

合
は
〇
・
三
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
総

報
酬
制
導
入
後
の
保
険
料
率
は
こ
の

割
合
を
総
報
酬
制
導
入
前
の
保
険
料

率
と
特
別
保
険
料
率
に
乗
じ
て
一
・

三
で
除
し
た
率
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
標
準
報
酬
月
額
の
上
限

（
六
二
〇
、〇
〇
〇
円
）
の
月
給
を
得

て
い
る
人
の
平
均
的
な
年
間
賞
与
額

は
約
三
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
た
た

め
、
賦
課
対
象
と
な
る
賞
与
の
上

限
は
そ
の
二
分
の
一
の
額
で
あ
る

一
五
〇
万
円
と
さ
れ
ま
し
た
。

給
付
額
の
調
整

　

給
付
額
の
調
整
は
、
ま
ず
総
報
酬

制
導
入
以
後
の
給
付
乗
率
に
つ
い

て
、
保
険
料
率
の
場
合
と
同
様
に
、

月
収
総
額
一
に
対
し
て
平
均
的
な
賞

与
割
合
が
〇
・
三
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

総
報
酬
制
導
入
前
の
給
付
乗
率
を

一
・
三
で
除
し
た
乗
率
と
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
総
報
酬
制
導
入
前
後
の

被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
人
に
つ
い

て
は
、
年
金
額
の
計
算
の
際
に
、
総

報
酬
制
導
入
前
の
期
間
と
導
入
以
後

の
期
間
に
分
け
て
計
算
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

在
職
老
齢
年
金
の
取
扱
い

　

在
職
老
齢
年
金
の
調
整
は
、
総
報

酬
制
導
入
前
は
標
準
報
酬
月
額
と
老

齢
厚
生
年
金
だ
け
で
支
給
額
の
調
整

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
総
報
酬
制
導

入
以
後
は
、
標
準
報
酬
月
額
だ
け
で

な
く
、
標
準
報
酬
月
額
に
直
近
一
年

間
の
標
準
賞
与
額
の
総
額
を
一
二
で

除
し
た
額
を
加
え
た
額
を
総
報
酬
月

額
相
当
額
と
し
、
こ
の
総
報
酬
月
額

相
当
額
と
老
齢
厚
生
年
金
と
の
間
で

年
金
支
給
額
の
調
整
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

国民年金
よくある

質　問

厚生年金
よくある

質　問
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活
用　　ください

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重

い
障
害
が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
も
年

金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な
い
人
生

の「
万
が
一
」も
サ
ポ
ー
ト
す
る
公
的

年
金
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
も
っ

て
運
営
し
て
い
ま
す
の
で
、
支
給
さ

れ
る
年
金
の
半
分
の
額
が
国
の
税
金

か
ら
負
担
さ
れ
る
な
ど
、
と
て
も
有

利
で
安
心
な
制
度
で
す
。

義
務
と
権
利

　

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
二
〇
歳

か
ら
六
〇
歳
に
な
る
ま
で
の
す
べ
て

の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
保

険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
、
年

金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

加
入
手
続
き
が
必
要
な
の
は

　

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
方
で
、

二
〇
歳
に
な
っ
て
第
一
号
被
保
険
者

と
な
る
方（
学
生
、
自
営
業
者
等
。
フ

リ
ー
タ
ー
や
無
職
の
方
も
含
ま
れ
ま

す
）は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
役
場

で
直
接
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
二

号
被
保
険
者
の
方
や
、
そ
の
第
二
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の

第
三
号
被
保
険
者
の
方
は
、
勤
務
先

の
事
業
所
が
加
入
手
続
き
を
行
い
ま

す
の
で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

保
険
料
は
月
額
一
万
五
、〇
二
〇
円

　

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
の

平
成
二
三
年
度
の
保
険
料
額
は
、
月

額
一
万
五
、〇
二
〇
円
で
す
。

　

学
生
や
フ
リ
ー
タ
ー
で
、
収
入
が

少
な
い
た
め
に
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
を

す
れ
ば
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免

除
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
国

民
年
金
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
い

る
と
、
老
後
に
年
金
を
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
、
年
金
額
が
低
く
な
っ

た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
万
が
一
」の
と
き
に
障
害
年
金
が
受

け
取
れ
な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を

招
き
ま
す
。

保
険
料
が
猶
予
・
免
除
さ
れ
る

制
度
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」は
、
所
得

が
な
い
学
生
の
方
の
ご
本
人
の
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。

　

ま
た
、学
生
以
外
の
一
般
の
自
営
業

者
の
方
な
ど
は
、
経
済
的
な
理
由
等

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と

き
に
、
ご
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て「
保

険
料
免
除
制
度
」や「
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　

申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、
お

住
ま
い
の
市
区
町
村
役
場
、
ま
た
は

最
寄
り
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報

部
は
九
月
一
日
、
平
成
二
二
年
人
口

動
態
統
計
（
確
定
数
）
を
公
表
し
た
。

第
二
子
、第
三
子
以
上
が
増
加

　

出
生
数
は
一
〇
七
万
一
、三
〇
四
人

で
、
前
年
よ
り
一
、二
六
九
人
増
加

し
た
。
母
の
年
齢
（
五
歳
階
級
）
別

に
み
る
と
、
三
四
歳
以
下
の
各
階
級

と
五
〇
歳
以
上
で
前
年
よ
り
減
少
し

た
が
、
三
五
～
四
九
歳
の
各
階
級
で

は
前
年
に
引
き
続
き
増
加
し
た
。
出

生
順
位
別
に
み
る
と
、
第
一
子
は
前

年
に
引
き
続
き
減
少
し
た
が
、
第
二

子
、
第
三
子
以
上
は
増
加
し
た
。
母

の
年
齢
別
と
併
せ
て
み
る
と
、
三
五

～
四
四
歳
の
各
階
級
で
は
い
ず
れ
の

出
生
順
位
に
つ
い
て
も
前
年
よ
り
増

加
し
た
。

　

死
亡
数
は
前
年
よ
り
五
万
五
、
一

四
七
人
増
加
の
一
一
九
万
七
、
〇
一
二

人
だ
っ
た
。
死
因
順
位
で
は
、
悪
性

新
生
物
の
死
亡
数
が
三
五
万
三
、
四

九
九
人
で
、
死
亡
総
数
に
占
め
る
割

合
の
二
九
・
五
％
で
第
一
位
。
第
二
位

は
心
疾
患
、
第
三
位
は
脳
血
管
疾
患

で
、
前
年
と
同
じ
結
果
と
な
っ
た
。

　

自
然
増
減
数（
出
生
数
と
死
亡
数
の

差
）は
マ
イ
ナ
ス
一
二
万
五
、七
〇
八

人
と
前
年
よ
り
五
万
三
、八
七
八
人

減
少
し
、
四
年
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
。

離
婚
件
数
は
約
二
千
組
減
少

　

婚
姻
件
数
は
七
〇
万
二
一
四
組
で
、

前
年
よ
り
七
、五
二
〇
組
減
少
し
た
。

離
婚
件
数
は
七
年
ぶ
り
に
増
加
し
た

前
年
よ
り
一
、九
七
五
組
減
少
し
、

二
五
万
一
、三
七
八
組
だ
っ
た
。

二
〇
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

こ
の
記
事
は
市
区
町
村

の
広
報
誌（
紙
）
に
そ
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
当
協
会
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

と
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の

で
、
ご
自
由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
案
内
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どに係る市区町村の実
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A５判　112ページ
定価：525円（消費税
込・送料別途）
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年金委員ハンドブック
　活動事例、活動の留意
点をはじめ、データを豊
富に掲載し、主に地域型
の年金委員の皆さまの
活動に必要な情報を一
冊の本にまとめました。
Ａ５判　128ページ
定価：525円（消費税
込・送料別途）

22年11月刊行

考
え
て
み
ま
す
。

　

住
宅
、
自
動
車
、
学
費
、
結
婚

な
ど
の
よ
う
に
使
途
が
確
認
で
き

れ
ば
「
目
的
型
ロ
ー
ン
」
の
利
用

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
銀
行
ロ
ー

ン
の
場
合
、
金
利
は
二
％
台
か
ら

高
く
て
も
七
％
程
度
（
固
定
金
利

の
場
合
）
で
す
。
一
方
、
使
途
を

問
わ
な
い
無
担
保
の
「
フ
リ
ー
ロ

ー
ン
」
の
場
合
、
あ
る
銀
行
で
は

一
四
・
五
％
、
消
費
者
金
融
の
Ａ

社
で
は
一
八
％
と
金
利
が
ぐ
ん
と

高
く
な
り
ま
す
。

　

金
利
は
低
い
に
越
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
低
利
な
ロ
ー
ン

で
あ
る
ほ
ど
融
資
の
条
件
が
厳
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
あ
る

都
市
銀
行
の
目
的
型
ロ
ー
ン
で

は
、「
借
入
れ
時
年
齢
二
〇
歳
か

ら
六
六
歳
未
満
で
完
済
時
年
齢
七

一
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
」「
勤
続

年
数
（
自
営
は
営
業
年
数
）
二
年

以
上
あ
る
こ
と
」「
前
年
度
収
入

（
個
人
事
業
主
は
申
告
所
得
）
二

〇
〇
万
円
以
上
で
安
定
か
つ
継
続

収
入
が
見
込
め
る
こ
と
」「
保
証

会
社
の
保
証
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
」、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
満
た
す

こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

仮
に
、過
去
五
年
分
の
国
民
年
金

保
険
料
を
追
納
す
る
の
に
約
八
八

万
円
必
要
だ
と
し
ま
す
。
こ
れ
を

金
利
七
％
の
銀
行
の
目
的
型
ロ
ー

ン
を
借
り
て
七
年
返
済
に
す
る
と
、

月
々
の
返
済
額
は
一
万
三
、
二
八

二
円（
元
利
均
等
返
済
）。
利
息
の

総
額
は
約
二
三
万
円
に
な
り
ま
す
。

　

金
利
一
八
％
の
消
費
者
金
融
か

ら
借
り
て
七
年
返
済
に
す
る
と
、

月
々
の
返
済
額
は
一
万
八
、
四
九

六
円
と
な
り
、
利
息
の
総
額
は
約

六
七
万
円
に
も
な
り
ま
す
。

　

長
期
に
わ
た
っ
て
国
民
年
金
保

険
料
を
未
納
に
し
て
き
た
の
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ

て
、
ま
と
ま
っ
た
資
金
を
低
利
で

借
り
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
老
後
の
年

金
が
〇
か
約
四
八
万
円
（
二
五
年

加
入
）
に
な
る
か
で
は
雲
泥
の
差

で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
無
年
金

を
回
避
す
る
た
め
に
高
い
金
利
で

あ
っ
て
も
お
金
を
借
り
る
こ
と
も

一
つ
の
手
段
と
し
て
考
え
て
も
い

い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、消
費
者
金
融
の
キ
ャ
ッ

シ
ン
グ
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
一

定
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば

何
度
で
も
利
用
で
き
る
も
の
は
、繰

り
返
し
借
り
て
し
ま
う
危
険
性
が

あ
る
の
で
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー  

須す

藤ど
う 

臣と
み

　

未
納
分
の
国
民
年
金
保
険
料
を

事
後
納
付
で
き
る
期
間
を
、
現
行

の
二
年
間
か
ら
一
〇
年
間
に
延
長

さ
れ
る
「
年
金
確
保
支
援
法
」
が

成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

受
給
資
格
期
間
に
足
り
な
か
っ
た

人
が
無
年
金
を
回
避
で
き
る
可
能

性
が
で
て
き
ま
し
た
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
過
去
の
未
納

分
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る

の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
老
後
に
年
金
が

あ
る
の
と
無
い
の
で
は
大
違
い
で

す
。
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す
た

め
の
手
段
と
し
て
、
お
金
を
借
り

て
保
険
料
を
納
め
る
、
に
つ
い
て

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

年
金
を
も
ら
う
た
め
の「
借
金
」

出
生
は
約
千
人
増
加

婚
姻
は
約
七
千
五
百
組
減
少

六
二
八
号
の
市
区
町
村
の
広

報
誌
（
紙
）
掲
載
用
記
事
に

お
き
ま
し
て
「
証
明
書
内
容
は
本
年
一

月
か
ら
一
〇
月
一
日
ま
で
に
納
付
さ
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
額
」
と
あ
り
ま
す

が
、「
本
年
一
月
か
ら
九
月
三
〇
日
ま
で
」

に
訂
正
し
、「
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、
一
〇
月
二
日

以
降
に
」は
、「
一
〇
月
一
日
以
降
に
」
と
、

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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訂　
正


